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平成25年９月19日（木曜日）

午前10時３分開会

会議に付託された議案等

○議案

・議案第１号 平成25年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

・議案第４号 警察関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県が出資している法人等の経営状況について

公益財団法人宮崎県暴力追放センター

一般社団法人一ツ瀬川県民スポーツセンター

○請願第26号 小・中・高の30人以下学級等の

実現、義務教育費国庫負担制度

の拡充・復元について、国に意

見書の提出を求める請願

○請願第27号 学級編制基準・学級編制基準日

の改善、高校の納付金の軽減、

学校の耐震化、安全・安心の給

食を求める請願

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・少年非行の現況と対策について

・供給電量の状況及び渇水への対応状況につい

て

・発電所施設見学ツアー（三財発電所）につい

て

・宮崎県教育委員会の教育に関する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価について

・第37回全国高等学校総合文化祭長崎大会の結

果について

・平成25年度実施の教員採用試験の問題ミスに

ついて

・平成25年度全国高等学校総合体育大会の結果

について

・第95回全国高等学校野球選手権記念大会の結

果について

・平成25年度全国中学校体育大会の結果につい

て

出席委員（７人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 中 村 幸 一

委 員 松 村 悟 郎

委 員 重 松 幸次郎

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 白 川 靖 浩

警 務 部 長 水 野 良 彦

警務部参事官兼
黒 木 典 明

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 深 田 周 作

刑 事 部 長 横 山 登

交 通 部 長 武 田 久 雄

警 備 部 長 山 内 敏

警務部参事官兼
柳 田 勇

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
内 山 義 和

生活安全企画課長

生活安全部参事官兼
松 山 邦 廣

地 域 課 長

総 務 課 長 片 岡 秀 司

会 計 課 長 草 留 勉

少 年 課 長 河 野 俊 一

交 通 規 制 課 長 永 友 逸 郎

運 転 免 許 課 長 長 友 信 明
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企業局

企 業 局 長 濵 砂 公 一

副 局 長 城 野 豊 隆

技 監
井 上 康 志

（ 土 木 担 当 ）

技 監
相 葉 利 晴

（電気･機械担当）

総 務 課 長 緒 方 俊

経 営 企 画 監 新 穗 伸 一

工 務 課 長 本 田 博

開 発 企 画 監 喜 田 勝 彦

電 気 課 長 白ヶ澤 宗 一

施 設 管 理 課 長 山 下 雄 一

総 合 制 御 課 長 田 村 秀 秋

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 鬼 川 真 治

政策調査課主幹 牧 浩 一

それでは、ただいまから文教警○田口委員長

察企業常任委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○田口委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時３分休憩

午前10時５分再開

それでは、委員会を再開いたし○田口委員長

ます。

本委員会に付託されました議案等について、

本部長の説明を求めます。

おはようございます。本日○白川警察本部長

もどうぞよろしくお願いいたします。

初めに、７月10日付で人事異動がございまし

て、執行部に変更がございましたので、御紹介

させていただきます。

警務部長の水野良彦警視正でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

田口委員長を初め、委員の皆様にありまして

は、平素から警察活動全般にわたりまして、深

い御理解と御協力を賜り、深く御礼申し上げる

ところでございます。

ところで、今週の土曜日、９月21日からは、

「秋の交通安全運動」が始まります。本日現在

の交通事故の死者数でございますけれども、33

名でございまして、昨年を１人上回っていると

、 。いう 依然として大変厳しい状況でございます

そこで、県警では、交通安全運動として「て

げてげ運転追放運動」を初め、各種の交通事故

防止対策を強力に進めてまいります所存でござ

います。

これからも全職員が一丸となって交通事故防

止を初め、安全で安心な宮崎を目指し、努力し

、 、てまいる所存でございますので 委員長を初め

委員の皆様には、今後とも御指導、御鞭撻を承

りますようよろしくお願い申し上げます。

、 、 。○田口委員長 では 本部長 お座りください

では、失礼します。○白川警察本部長

さて、本日御審議いただく公安委員会関係の

議案及び報告は、３件でございます。

まず、提出議案といたしまして、警察関係使

用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

についてでございます。

次に、報告といたしまして、損害賠償額を定

めたことについて、それに公益財団法人宮崎県
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暴力追放センターの経営状況についての２つで

ございます。

さらに、その他の報告といたしまして、少年

非行の現状と対策について報告をさせていただ

くこととしております。

以上の案件につきまして、それぞれ担当部長

から説明・報告させますので、御審議のほど何

とぞよろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。ありがとうござ

います。

本部長の概要説明が終了いたし○田口委員長

ました。

初めに、議案に関する説明を求めます。

。○水野警務部長 警務部長の水野でございます

よろしくお願いいたします。済みません。長く

なりますので、着席させていただきながら説明

させていただければというふうに思います。失

礼します。

それでは、議案第４号「警察関係使用料及び

手数料徴収条例の一部を改正する条例」につい

て御説明いたします。

今回の条例の一部改正、お手元にございます

資料１のとおりでございまして、指定自動車教

習所の名称変更に伴う条例の一部改正でござい

ます。

改正の理由は、その資料にございますとおり

ですが、宮崎県公安委員会が指定した、道路交

通法第108条の２第１項第２号に規定する取消処

分者講習、それから道路交通法第108条の２第１

項第10号に規定する初心運転者講習を行う自動

、（ ） 。車教習所のうち 発言する者あり 済みません

そちらの資料で申しますと 「平成25年９月定例、

県議会提出議案（議案第１号から第９号 」の13）

ページでございます。よろしいでしょうか。

はい。○田口委員長

。 、○水野警務部長 済みません こちらの資料は

お手元にございますか。

はい、あります。○田口委員長

わかりました。こちらの資料○水野警務部長

で申しますと、資料１でございます。めくって

いただいて、右側資料１、右肩に「資料１」と

書いてございますが、そちらごらんいただけて

おりますでしょうか、よろしいでしょうか。

はい。○田口委員長

済みません。申しわけござい○水野警務部長

ません。資料１、もう一回御説明を改めて申し

上げますと、条例名の改正は見出しに書いてあ

るとおりでございます。条例名が見出しにある

とおりでございます。

、 、改正の理由をいま一度申し上げますと １番

改正理由と、資料１に書いてございますとおり

でございまして、宮崎県公安委員会が指定した

２つの講習、取消処分者講習、それから初心運

転者講習、この２つの講習を行う自動車教習所

のうち 「梅田学園自動車学校」グループ５校の、

校名、名称の変更がございました。それに伴い

まして、見出しにございます条例の改正の必要

が生じました。さらに、今後同様の改正時にお

いて事務の合理化を図るということも狙いまし

て、今回の改正ということの必要を説明してご

ざいます。

２番でございますが、改正の内容でございま

す。

これまで、条例の別表、条例には別表がござ

いまして、第３と、別表第３というのがござい

まして、それは資料の先ほど13ページと申し上

げました資料の「定例県議会提出議案（議案第

１号から第９号 」の13ページにございます。）

こちらに別表の３を具体的に改正前後で対比

した形で記載してございますが、こちらのほう
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の名称が別表第３中の講習に係る「指定試験機

関等」と、下線、アンダーラインが引いてある

ところでございますけれども、指定自動車教習

所の名称が直接表記されておりまして、今回の

ように指定自動車教習所の名称が変更になった

場合には、その都度、この表の一部改正を繰り

返してきたという経緯がございました。

したがいまして、今回の条例改正では、指定

自動車教習所の名称の変更、あるいは新規、廃

止となった場合には、即時に条例の規定内容が

適切なものとなるように一つ一つ校名、自動車

教習所の名前を記載することによるそういう表

記を廃止いたしまして 例えば 道路交通法第108、 「

」条の４の規定に基づき公安委員会が指定する者

というような規定に改めるとしたものでござい

ます。

また、この別表第３中には、今申し上げまし

た道交法関係の「指定試験機関」のほかに、パ

チンコ遊技機の型式試験を行う指定試験機関と

して「一般財団法人保安通信協会 、これが規定」

されていたわけでございますけれども、さきの

説明と同様に、過去に法人名の変更に伴い改正

をした経緯がございましたことから、これにつ

きましてもあわせて法人名による表記を廃止し

て 「風営法第20条第５項の規定に基づき国家公、

安委員会が指定する者」との規定に改めたもの

でございます。

改正後のものにつきましては、右側の欄に書

いてあるとおりでございます。

なお、この条例改正に伴う条例の施行日でご

ざいますが、条例の公布日とすることとしてお

ります。

済みません。ちょっと混乱した部分ございま

すけれども、以上でございます。よろしくお願

いします。

議案に関する執行部の説明が終○田口委員長

了しました。

議案についての質疑はありませんか、よろし

いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、次に移ります。○田口委員長

次に、報告事項に関する説明を求めます。

それでは 「平成25年９月定例○水野警務部長 、

県議会提出報告書」の「損害賠償額を定めたこ

とについて」御報告いたします。

資料は、こちらの薄い資料でございまして、

表題に「県議会提出報告書」と書いてございま

す。こちらの４ページから５ページにかけてに

なりますが、お手元 （発言する者あり）。

よろしいですか、はい。○田口委員長

済みません。４ページから５○水野警務部長

ページにかけて、具体的には４ページの下から

３番目から３つと、それから５ページの５件全

部でございます。合計８件に関しての御報告に

なります。

全て今回の件については、県有車両による交

通事故、この欄の事案内容の中にございますと

おり、８件全てが県有車両による交通事故でご

ざいます。

それでは、順を追って簡単に御説明申し上げ

ます。

、 。まず ４ページの下から３番目でございます

その事案でございますが、これは延岡警察署の

警察官が、警ら用無線自動車を国道沿いの空き

地に駐車しておきまして、交通違反の取り締ま

りをしておったわけでございますが、その最中

、に国道上を進行する違反車両を認めたことから

違反車両を追跡するため、国道に左折しながら

進入した直後、パトカーを見て停止した違反車

両とは別の相手方の車両でございますが、その
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後部にブレーキが間に合わずに追突したという

事故でございます。

この事故によりまして、相手方運転者に頸椎

捻挫の傷害が発生したため、相手方に対しまし

て、治療費及び車両修理費用などとして16

万8,246円を自賠責保険及び県警が加入する任意

保険で損害賠償したものでございます。

これが１つ目の事案でございます。

それから、２つ目の事案、その下の事案でご

ざいますが、高鍋警察署の警察官が小型警ら用

無線自動車、ミニパトの自動車を運転して交通

事故現場に臨場する途中でございました。下り

、 、坂の左カーブで ハンドルの操作を誤ったため

対向車線にはみ出しまして、慌ててハンドルを

左に戻したところ、今度は左側の路外に逸脱し

て、道路のり面に設置していた排水パイプ、こ

れに衝突して損壊させたという事故でございま

す。

この事故につきましては、当該道路管理者で

ございます都農町に対して、排水パイプの修理

費用といたしまして５万5,000円、この金員を県

警が加入する任意保険で損害賠償したものでご

ざいます。

これが事案の２つ目でございます。

３つ目の事案、同じく４ページ、これは一番

最後の事案でございます。一番下の事案でござ

、 、いますけれども 同じく高鍋警察署の警察官が

警ら用無線自動車を運転して警ら中でございま

したが、その最中に左右の見通しの悪い十字路

の交差点におきまして、徐行せずに交差点に進

入したところ右方から、右肩から一時停止をし

なければならなかったんですけども、一時停止

を怠った形で交差点内に進入してきた相手方車

両がありまして、その車両と衝突したという事

故でございます。

この事故につきましては、過失割合が、警察

官の過失は20％、相手方運転者の過失は80％で

ございましたので、相手方に対しまして、その

過失割合に応じて車両の修理費用を支払いまし

た。２万3,680円、これを県警が加入する任意保

険で損害賠償したものでございます。

これが事案の３つ目でございます。

それから、事案の４つ目は５ページになりま

す。

５ページの一番上の事案ですが、これは生活

安全部特別機動警察隊の警察官が、機動隊の庁

、舎前の通路で大型輸送車を運転しておりまして

その最中に機動隊のグラウンドに駐車するため

運転しておったわけでございますけども、右折

した際に、右側方の安全確認、右側の安全確認

を怠りまして、大型車特有の内輪差がございま

す その内輪差を意識しないまま右折してしまっ。

たものですから、その通路に駐車しておりまし

た相手方の車両に接触したという事故でござい

ます。

この事故につきましては、相手方に対して、

車両の修理費用として３万4,810円、これを県警

が加入する任意保険で損害賠償したものであり

ます。

これが４つ目でございます。

それから、事案の５つ目でございます。

その下の５ページの上から２番目の事案です

が、えびの警察署の警察官が、深夜、警ら用無

線自動車を運転して警ら中、職務質問をするた

めに相手方車両に停止を求めまして、助手席の

警察官が降車をしました。降車をした際、要は

助手席にあるシーベルトのとめ金部分がドアを

閉める際に、助手席のドアに挟まって、ドアが

閉まらなかったということがございました。

したがって、運転席におりました警察官が、
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運転席に座ったまま体を伸ばす格好で助手席の

ドアを閉めようということをしたわけでござい

ます。その際に、誤ってアクセルを踏み込んで

しまいまして、車両が発進して相手方車両に追

突したという事故でございます。

この事故につきましては、相手方の運転者と

同乗者に頸椎捻挫などの傷害が発生したため、

相手方に対しまして、その治療費及び車両の修

理費用などとして25万2,026円を自賠責保険及び

県警が加入する任意保険で損害賠償したもので

あります。

続きまして、６番目の事案でございます。

５ページの３番目の事案でございますが、延

岡警察署の警察官が、交番の自動二輪車を運転

して警ら中、道路上で停車中の乗用車を認めま

して、職務質問をしようとしたところ、同車両

が発進して前方の交差点を左折進行ということ

になりまして、それに追従して、同じく交差点

を左折した際に、アクセルとハンドルの操作を

誤りまして、赤色信号に伴って停止中の当該職

務質問をしようとした車両とはまた別の車両が

赤信号に伴って停止しておりまして、その別の

車両に、その車両の助手席のドアに二輪車のハ

ンドル部分を接触させてしまったという事故で

ございます。

この事故につきましては、相手方に対しまし

て、車両の修理費用として20万円を県警が加入

。する任意保険で損害賠償したものでございます

それから、７番目でございます。

５ページ、４番目の事案でございますが、こ

れは宮崎北警察署の警察官が、捜査用車両を運

転して民間の敷地内から市道に左折進行する際

に、市道に入って左折しながら進行するという

ことの際に、左方、左側の安全確認を怠り、同

敷地内、民間の敷地でございますが、その敷地

内出口に設置されておりましたブロック塀に気

づかず、助手席側ドア下部分をブロック塀に接

触させて、ブロック塀を損壊させたという事故

でございます。

この事故につきましては、ブロック塀の所有

者に対しまして、修理費用として３万6,750円を

県警が加入する任意保険で損害賠償したもので

ございます。

それから、最後の８番目でございますが、５

ページ、５番目の事案は、宮崎南警察署の警察

、 、官が 小型警ら用無線自動車を運転して警ら中

交差点で一時停止後発進しようとしたところ、

左側、左方の道路から自車の方向、自分の車の

方向に進行しようとしている、同じように交差

、点に入ってこようとしている車両を認めたため

同車両に進路を譲るためにバックをいたしまし

た。一時停止して、交差点に入ろうとして、ま

、たバックしたということでございますけれども

その際に、後ろ側の後方の安全確認を怠りまし

て、自車後方、自分の車の後方で停止をしてお

りました相手方車両にバックをしながら、衝突

してしまったという事故でございます。

この事故につきましては、相手方に対しまし

て、車両の修理費用として26万円を県警が加入

。する任意保険で損害賠償したものでございます

以上、８件でございます。交通事故の防止に

つきましては、平素から職員に対する指導教養

や実技訓練を実施しているところではございま

すが、今後とも防止対策を強化して、事故の絶

無、これに努めてまいりたいというふうに思っ

ております。以上でございます。

それでは、地方自治法第243条○横山刑事部長

の３第２項及び宮崎県の出資法人等への関与事

項を定める条例第４条第３項の規定に基づき、

県出資法人等の経営状況等について御報告をい
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たします。

お手元の「平成25年９月定例県議会提出報告

書（県が出資している法人等の経営状況につい

て 」の145ページをお開きください。）

この145ページ以下の「公益財団法人宮崎県暴

力追放センターの平成24年度の事業報告書」に

ついて御説明いたします。

まず、１番の「事業概要」についてでありま

す。

平成24年度は、同センターの目的及び事業の

一層の定着を図るとともに、暴力追放のため、

広報啓発活動、暴力追放相談活動等を重点とし

た推進事業の充実を図り、県民総ぐるみによる

暴力追放、暴力団排除活動の活発化を図ったと

ころであります。

、 「 」 。次に ２の 事業実績 についてであります

公益財団法人宮崎県暴力追放センターが行う

事業には、収益事業はございません。全てが公

益事業であり、平成24年度におきましては、145

ページから148ページの表のとおり実施しており

ます。

まず、事業名 （１）の「暴力団員等による不、

当な要求行為の被害者に対する支援事業（公益

事業の１ 」でありますけれども、これにつきま）

しては、４つございまして、①「常勤相談委員

や弁護士等による相談・助言事業 、②が「警察」

や少年指導委員等との会合等参加による少年保

護活動事業 、③「会議開催や各事業所等協賛等」

による暴力団離脱更生促進事業 、④「暴力団事」

件の訴訟支援見舞金制度等を推進する被害者救

済事業」の４つの事業であります。

事業名 （２）の「暴力団員等による不当な行、

為に対する犯罪被害防止事業（公益事業の２ 」）

でありますけれども、これにつきましては、①

「 安全で安心なまちづくり県民のつどい」の共「

同開催や路線バス車内広告等、各種広報媒体活

用などの広報啓発事業 、②「民間事業所、地域」

・職域団体等対象の研修会など民間暴力排除団

体等への支援事業 、③「少年指導委員に対する」

研修事業 、④「銀行や証券会社等の不当要求情」

報管理機関への援助事業 、⑤「全国及び九州管」

区内研修会等の調査研究・情報収集事業 ⑥ 県」、「

内13地区における不当要求防止責任者講習等事

業」の６つの事業であります。

次に、経営状況等の詳細につきましては 「平、

成25年度宮崎県出資法人等経営評価報告書」に

より御説明をしたいと思います。

この冊子の報告書の201ページに「経営評価報

告書」がございます。お開きいただきたいと思

います。201ページであります。

まず 「概要」についてであります。、

宮崎県暴力追放センターは 「財団法人宮崎県、

暴力追放県民会議」の名称で平成４年の４月１

日に設立され、平成19年に「財団法人宮崎県暴

力追放センター」に名称変更が行われ、公益法

人制度改革に伴い、平成23年４月１日付で現在

の「公益財団法人宮崎県暴力追放センター」と

なったものであります。

総出資額は４億9,500万円でありますけれど

も、現在の財団の基本財産でありまして、この

うち、県の出資額が３億9,500万円、残り１億円

は市町村の出資金となっております。

総出資額に対する県の出資比率は、79.8％で

あります。

次に 「県関与の状況」について御説明いたし、

ます。

まず 「人的支援」についてであります。、

センターの役員は、合計13人であります。中

身としましては、理事が10人、監事３名であり

ます。平成25年４月１日現在、県職員の役員就
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任はございません。

県の退職者として、事務局長を兼務する常勤

理事と非常勤理事の各１名が就任をしておりま

す。

次の「県の財政支出等」について御説明をい

たします。

県からの支出は 「主な県財政支出の内容」の、

欄に記載された「事業所暴力団等排除責任者講

習委託事業」の委託料901万8,000円であり、そ

のほかの補助金や交付金、負担金等はございま

せん。

「 」事業所暴力団等排除責任者講習委託事業費

は、さきに述べております公益事業２の一つで

あります、⑥で示しておりますけれども、不当

要求防止責任者講習等事業の事業費用でござい

ます。

、 、この事業は 暴力団対策法の規定に基づいて

公安委員会から委託を受けて実施している事業

であります。事業の内容は、県内各種の事業所

におきまして指定をされておる暴力団排除責任

者に対して、暴力団等反社会的勢力からの不当

、要求被害を防止するための講習会を行っており

昨年度は県内13地区におきまして25回、817名の

受講者がありまして、これに対して講習を行っ

ております。

次に 「実施事業」であります。、

これはさきに述べたとおり、公益事業の１と

して４つの事業、また公益事業の２として６つ

の事業の10の事業を実施したものであります。

次に 「活動の指標」であります。、

暴力追放センターが行っている10の事業は、

いずれも暴力追放及び暴力団排除運動のために

必要な事業ですありますが、その中でも特に、

県民に身近な立場での取り組みが大切でありま

すことから、この３つ、１つは、相談・助言事

業、不当要求防止責任者講習等事業、広報啓発

事業に重きを置いて活動を行っております。

そこで、これらの活動の普及状況・センター

の利用状況等の活動の指標として、暴力相談受

。理件数など３つを掲げているところであります

まず、過去の実績等をもとに、１つ目の暴力

団相談受理件数でありますけれども、平成24年

度の目標値を300件としておりましたけれども、

実績値は237件で達成度は79％でありました。

、２つ目の研修会参加者数でありますけれども

平成24年度の目標値を5,000人としておりました

が、実績値は4,427人で、達成度は88.5％であり

ました。

３つ目のホームページへのアクセス数であり

ますけれども、24年度の目標値を5,700件として

おりましたが 実績値は4,978件で 達成度は87.3、 、

％でありました。

次に 「財務状況」であります。、

次のページ、202ページをごらんいただきたい

と思います。

財務状況の数字は千円単位の表示で、千円未

満は四捨五入しております。

まず 「経常収益 「経常費用」等の詳細に、 」、

ついてでありますけれども、もとに戻りますけ

れども 「24年度事業報告書」の149ページから152、

ページまでの「貸借対照表 「正味財産増減計」、

算書 「財産目録」を後ほど御参照願いたいと」、

思います。

まず、この表の財務状況のうち、左側の「正

味財産増減計算書」の平成24年度の欄をごらん

ください。

24年度の収入に当たる「経常収益」は2,331

万8,000円、支出に当たる「経常費用」は2,298

万1,000円で、差し引き「当期経常増減額」は33

万7,000円となりまして、経常収益が経常費用を
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上回ったということであります。

経常外収益並びに経常外費用はありませんで

、 「 」したので 24年度の 当期一般正味財産増減額

は 「当期経常増減額」の33万7,000円となって、

おります。

また 23年度からの繰越金である24年度の 一、 「

般正味財産期首残高」が472万3,000円でありま

したので、24年度の「一般正味財産期末残高」

は 「当期一般正味財産期首残高」に「当期一般、

正味財産増減額 の33万7,000円を加えまして506」

万円となります。これが平成25年度の「一般正

味財産期首残高」ということであります。

次の「指定正味財産期首残高」と「同期末残

高」は、ともに４億9,500万円を計上しておりま

すが、これは、申し上げておりますとおり、暴

力追放センターの基本財産でありまして、有価

。証券への投資と定期預金で運用をしております

次の「正味財産期末残高」の５億６万円は、

基本財産である「指定正味財産期末残高」の４

億9,500万円に、次年度への繰越金である「一般

正味財産期末残高」の506万円を加えた額であり

ます。

次に、右側の「賃借対照表」の24年度の欄を

ごらんください。

平成24年度の 資産 は 合計５億832万2,000「 」 、

円であります。

資産のうち 「流動資産」は、現金預金531、

万9,000円であり 「固定資産」は、基本財産と、

、 、特定資産 退職給付引当金でありますけれども

これを合計した５億300万3,000円であります。

次に 「負債」は、合計826万2,000円でありま、

す。

「流動負債」25万9,000円は、社会保険料など

の未払金と職員所得税等の預かり金であり、こ

れについては、現在、支払いは終了しておりま

す 「固定負債」は、退職給付引当金のみであり。

ます。

「 」 、次の平成24年度の 正味財産 ５億６万円は

資産合計の５億832万2,000円から、負債合計

の826万2,000円を差し引いた額であります。

次に 「財務指標」についてであります。、

①の「自己収入比率」の実績値50.4％、米印

がございますけれども、実績値50.4％は記載の

算式が示されておりますけれども、この算式の

とおり、基本財産運用収入の563万4,419円に、

自己収入の賛助会費448万5,000円と寄附金139

万7,300円、雑収益の６万7,679円を加えた合

計1,158万4,398円を、当期支出の合計額2,298

万1,159円で割って、比率を算出したものであり

ます。実績値50.4％ということであります。

平成24年度の目標値60％に対して、達成度

は84.0％でありました。

今後、厳しい財政状況でありますけれども、

自己収入比率をさらに高めて、目標値達成に向

けて努力するよう指導してまいります。

②の「管理費比率」の実績値20％につきまし

ても、示された算式に基づき管理費459万7,868

円を、総支出額の2,298万1,159円で割り、比率

を算出したものであります。

平成24年度の目標値30％に対して、達成度

は133.3％でありました。

最後に 「総合評価」についてであります。、

表右側欄のとおり、県の評価は、事業活動実

績面については、民間の暴力団排除組織に対す

る支援活動の充実を図るとともに、責任者講習

や暴力団排除のための広報啓発活動、暴力団に

よる被害の相談活動等、暴力団追放に向けたさ

まざまな支援活動を積極的に行っており、その

実績は評価できるとしております。

また、財政面については、長期安定の財政基
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盤の確保を図るために基本財産の運用見直しな

ど、なお一層の自助努力が必要であるとされて

おります。

、 「 」また 活動内容及び組織運営については Ａ

で「良好 、財務内容については「Ｂ」で「ほぼ」

良好」との評価を受けております。

続きまして、平成25年度の事業計画について

御説明いたします。

同報告書の153ページから154ページ、もとに

戻りますけれども、この同じ冊子であります報

告書の153ページから154ページをお開きくださ

い。

公益財団法人宮崎県暴力追放センター平成25「

年度事業計画書」であります。

１の「事業概要」については、本年度におき

ましても、公益財団法人として一層の定着化を

図るとともに、これまで以上に広報啓発活動、

民間や自治体の暴排活動の支援、暴力相談事業

等を積極的に推進することとしております。

「 」 、 （ ）２の 事業計画 でありますが 本年度も １

の公益事業１、暴力団員等による不当な要求の

被害者に対する支援事業で４つの事業 （２）の、

公益事業２で、暴力団員等による不当な行為に

対する犯罪被害防止事業で６つの事業の合わせ

。て10の事業を推進していくこととしております

次に、155ページの「収支予算書」についてで

あります。

まず、大項目のⅠの一般正味財産増減の部か

ら説明をいたします。

（１）の経常収益でありますけれども、基本

財産運用益796万2,000円、特定資産運用益3,000

円、受取会費、これは賛助会の会費であります

けれども、450万円、事業収益901万8,000円、受

取補助金等271万6,000円、雑収益2,406円、合

計2,420万1,406円の収入予算となっており、前

年度比で約204万円の増額となっております。

収益増額の大きな理由は、基本財産で保有し

ている地方債 額面２億円 年利0.5％ が平成25（ 、 ）

年６月で償還期限となりましたことから、年利

率のよい債権への買いかえを行うこととして、

予算編成時において年利1.7％の債権を買い入れ

ることで予算立てをいたしました。そのため、

基本財産収入が約200万円強の増額になったもの

であります。

この債権については、既に平成25年６月25日

に「利付国債、年利率1.7％」を購入しておりま

して、予算とほぼ同額の収益を得られる見込み

であります。

一方 （２）の経常費用につきましては、事業、

費2,149万2,000円、156ページに移りまして、管

理費は672万円、合計2,821万2,000円となってお

ります。

なお、経常収益と経常費用の差額である「評

価損益等調整前当期経常増減額 は マイナス401」 、

万594円となっておりますが、 平成23年度から※

の繰越金であります 一般正味財産期首残高 506「 」

万594円があることから、平成25年度の「一般正

味財産期末残高」は105万円となります。

この105万円は、民事訴訟費用貸付金原資100

万円、平成25年度予備費５万円になります。

次に、大項目Ⅱの指定正味財産増減額の部に

ついて御説明をいたします。

指定正味財産の受取寄附金100万円は、平成25

年度から始まる一般財団法人宮崎県警察職員互

助会からの平成25年度寄附金であります。

センターでは、この寄附金を充当して「暴力

団組事務所使用差止請求等費用運営資産」を設

置し、暴力団組事務所使用差しとめ業務に活用

していくことにしております。

※11ページに発言訂正あり
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この使用差しとめの制度については、後ほど

補足をさせていただきます。

、平成25年度の基本財産運用益796万2,000円は

一般正味財産に振りかえますので、基本財産の

増額はなく４億9,500万円のままとなり、25年度

の「当期指定正味財産増減額」は受取寄附金分

の100万円の増額となります。

「指定正味財産期末残高」は、基本財産４

億9,500万円、暴力団組事務所使用差止請求等費

用運営資産100万円の合計額であります、４

億9,600万円であります。

「正味財産期末残高」は 「一般正味財産期末、

残高」の105万円に「指定正味財産」４億9,600

万円を加えた４億9,705万円ということになりま

す。

なお、平成25年度の事業計画は、本年３月１

日開催の理事会で、また24年度の事業実績につ

きましては、本年６月５日開催の理事会並びに

本年６月20日開催の評議員会において、それぞ

れ承認をされております。

最後に、暴力団事務所使用差止請求制度につ

いて御説明をしたいと思います。

暴力団対策法の改正が行われて、本年１月30

日に国家公安委員会の認定を受けた「適格都道

府県センター」が、指定暴力団等の事務所の付

近住民等から委託を受けて、センターみずから

が原告となって暴力団事務所の使用差しとめ請

求訴訟等を行うことができる制度が施行、実施

になりました。

そのために宮崎県暴力追放センターが「適格

都道府県センター」の認定を受けるために、本

年７月に国家公安委員会に対して認定申請を

行っております。まだ認定についての決定は受

けておりませんけれども、その申請を行ってい

るところであります。

本県の暴力団追放運動における暴追センター

の役割というのは、今後ますます重要となって

おりますので、今後とも予算の効率的な運用と

経費等の節減になお一層努めるとともに、官民

一体となって「宮崎県暴力団排除条例」と連動

した暴力団排除活動等を積極的に実施していく

所存であります。

今後とも、委員長を初め、委員の皆様方の暴

力追放センターに対する深い御理解と御協力を

お願いいたしまして、報告とさせていただきま

す。

説明で１カ所訂正をさせていただきます。

先ほど25年度の事業計画の説明の中で 「経常、

収益と経常費用の差額である「評価損益等調整

前当期経常増減額 、マイナス401万594円となっ」

ておりますが」というもので、これは「平成23

年度からの繰越金」と申し上げましたけれど

も、24年度からの繰越金でありますので、訂正

をさせていただきます 「24年度からの繰越金で。

ある506万594円があることから、25年度の「一

」 、 。」般正味財産期末残高 は 105万円となります

ということであります 「23年度」と申し上げま。

したけれども 「24年度」に訂正させていただき、

ます。失礼いたしました。

ありがとうございました。報告○田口委員長

事項に関する執行部の説明が終了しました。

報告事項についての質疑はありませんか。

暴力団追放ということで、私が議○徳重委員

員になってからもうずっとですが、毎委員会に

こうして出てくるわけです。何で撲滅できない

のか これだけ一生懸命取り組んでやっていらっ、

しゃるのにどういうことが、何が原因なのか、

ちょっとこういうことがあるからなかなか撲滅

できないんだということがあれば教えていただ

くとありがたいと思います。
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暴力団の構成員、あるいは準○横山刑事部長

構成員とか、大体約300名ぐらいを把握しており

ますけれども、いろいろな刑罰法令を適用して

取り締まりをやっているところでありますけれ

ども、量刑的な問題、あるいはさらに暴力団組

織を支援する、あるいは周辺にて財政的に援助

するような そういう状況があるんだろうと思っ、

。 、ております 捕まえた数がそのままなくなれば

警察としても、もうとっくに壊滅できておるん

ですけれども、すぐ出てくると、あるいはさら

に経済的にも支援する周辺者がいるということ

で、なかなかなくならないのではないかと、こ

ういうふうに思っております。

もちろん、刑を受けたりして出て○徳重委員

こられる、それぞれ家庭があったり、あるいは

親戚、兄弟があったりすると思うんです。その

本人だけじゃなくて、その周辺の人たちを何と

かうまく説得するとかいうようなことはされな

いものでしょうか。

捕まえるとか何とかいうこと○横山刑事部長

ですか、それとも警察のほうで。

いえいえ。○徳重委員

暴力団から離脱ということで○横山刑事部長

すか。

はい、そういう方向に向けての努○徳重委員

力をされないものかと、親戚やら周りから。

、○横山刑事部長 暴力団からの離脱については

もちろんいろいろな場面、例えば検挙したとき

とか、通常の活動を通じていろいろなアドバイ

スをしたり、あるいは離脱のための取り組みも

やっておるんですけれども、なかなかそれを許

さない組織のおきてとか、そういう環境がある

のではないかというふうに思っております。

警察が行う活動は、もちろん取り締まりだけ

ではありませんけれども、そういう取り締まり

活動だけではなくて、今回御報告をさせていた

、 、だきました暴力団の排除 追放活動等を通じて

いろいろな講習等の機会を通じて、暴力団の危

険性とか、悪質性等について広報啓発をやって

おるということであります。

最後に、暴力団から離脱をして、○徳重委員

あるいは更生する、再就職するというような方

向に向けての何か手だてというか、暴力団から

新たな一般社会に迎えるような手だては何かあ

るものでしょうかね。

暴力団の離脱、更生につきま○横山刑事部長

しても、１つは、平成５年の３月に県下の保護

司会とか、職業安定所、あるいは保護観察所、

警察本部等の関係機関・団体による宮崎県暴力

団離脱者社会復帰対策協議会というのが設立を

されています。平成５年の３月であります。暴

追センターがその協議会の事務局となっており

まして、毎年この関係機関・団体、離脱のため

の、あるいは就労支援であります、そういうこ

とについての社会復帰対策についても協議、確

認を行っているところでございます。

ちなみに、社会復帰対策協議会の協力企業と

いうことに参画をしていただいてる、非常に離

脱とか、あるいは就労支援で御協力いただいて

る県内の企業も多数ございますし、あるいは県

の協力雇用主会 「みやざき青雲」協力企業とい、

う仕組みでありますけれども、ことし３月現在

で60近くの県内の企業がそういうことについて

協力して、就労、社会復帰についても協力して

いこうと、こういう取り組みをしていただいて

おります。その事務局として、暴力追放センタ

ーが事務局となっていろんな情報提供をやって

おります。

警察におきましては、直接昨年離脱について

の相談ございませんでしたけれども、過去にお
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いては県外の暴力団組織にいる組員から、地元

ではなかなか相談しにくいんだけれどもという

ことで、宮崎のほうに相談があって、組抜けを

して帰省したい、しかし、組長が許してくれな

いと、どうしたらいいかという、そういう相談

がありました。地元県警とか暴追センターが連

携をとりまして、離脱についての取り組みをや

りましたし、ことしでも暴力団組織に加入され

られようとしたということでの相談を受けまし

て、傷害事件で立件しまして、センターと連携

して暴力団の組長を逮捕するとか、組織につい

てダメージを与えるということで、相談した被

害者でありますけれども、センター、あるいは

県警が連携しまして保護措置をして 県外でしっ、

かり今就労をしておると、そういう状況であり

ます。

余り表面化しない部分もありますけれども、

関係機関と連携とりながら、センターが中心と

なって、そういう離脱とか、あるいは就労支援

についても取り組んでいるところであります。

以上であります。

よろしいですか、ほかにござい○田口委員長

ませんか。

済みません。ちょっと教えていた○重松委員

だきたいんですが、201ページの活動指標、一番

下のほうの平成24年度暴力団相談受理件数の実

績値が、24年度で研修会とホームページアクセ

ス数が書いてありますが、済みません、これ22

年度と23年度もちょっと実績を教えていただけ

ないでしょうか。

相談受理件数でありますけれ○横山刑事部長

ども、23年度は受理件数334件であります。22年

度が152件、21年度が227件、20年度が200件ちょ

うどであります。増減ありますけれども、過去

４年間ぐらい平均しますと、228件、230件ぐら

い、昨年度は237件ということで、平均的な数字

からすると、プラス９件ほどということであり

ます。

済みません。ホームページアクセ○重松委員

スもわかりますか。

アクセスにつきましては、平○横山刑事部長

成23年度が4,765件、22年度が4,626件、21年度

が4,665件という状況でございます。24年度

が4,978件ですので、対前年比でしますと、プラ

ス200件強という状況であります。以上でありま

す。

大体平均値で推移しているという○重松委員

ことであります。私は、まだこのホームページ

を見たことがないんですけど、大体どういうと

ころにこれは広告というか 掲載がされていらっ、

しゃるんですかね。

暴力追放センターのホームペ○横山刑事部長

ージ。

そのまんまのページになるんです○重松委員

か。

はい。ホームページを立ち上○横山刑事部長

げておりまして、認知度を図るということもあ

りますけれども、いろいろな事業の内容とか、

そういうものを掲載してございます。

わかりました。○重松委員

よろしいですか。○田口委員長

ありがとうございます。もう一件○重松委員

いいですか、報告事項なんですけれども、済み

ません、先ほど損害賠償の報告事項の中で５ペ

ージの下から３番目、延岡市の損害賠償額20万

をお支払いした。たしかバイク、二輪車で職務

。質問をされるということで追跡されたんですね

でない方にぶつかったということなんですけど

も、当初の目的であった職務質問というのは、

なされたのかどうか。
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職務質問を○黒木警務部参事官兼首席監察官

しようとした車については、立ち去っておりま

す。

はい、わかりました。県有自動車○重松委員

の損害事故がまだまだありますので、気をつけ

てやっていただきたいと思います。以上です。

さっきのちょっと続きになるんで○松村委員

すけど、暴力追放センターの件で、社会復帰に

対して協賛事業者17社及び雇用協力者60社とい

う、企業の皆さんの御協力ということでありま

、 、したけども 暴力団員を採用するということは

企業の方が大変なことだと思うんです。

ただ、そういうところが、働く場がないと、

またお金に困って再犯というのは、これはよく

あるケースですけど、この企業の方たちにも覚

悟が要るんでしょうけども、年間どれぐらいの

方が暴力団とか、こういう方々を採用されるん

ですか。

現実にはそういう相談に乗っ○横山刑事部長

たり、あるいは受け入れますよということでの

いろいろな姿勢をお示しいただいて、何といい

ますか、勉強会といいますか、心構えとか、あ

、るいは情報提供という意味においてこの協議会

あるいは協力雇用主会という研修会、対策協議

会を立ち上げておりまして、現実にはそういう

受け入れ実績というのがここ最近あるわけでは

ございません。

再犯させないためのというか、そ○松村委員

ういう事業だと思うんですけど、もう片方で、

被害に遭わないというためには企業の担当者と

いうんですか、不当な要求を断りましょうねと

いう講習会がありまして、これは会社の不当要

求防止責任者ということは、いろんな企業の中

のそういう総務系の人の責任者の方を一堂に集

めて講習会をしてるという意味ですよね。

そのとおりであります。不当○横山刑事部長

要求防止責任者というのを県内事業所で指定を

していただいております。そういう事業所の責

任者の皆様方に対して、いろいろな情報提供と

か、あるいは暴力団の勢力等の現在の直近の情

勢説明、あるいは具体的な不当要求の実例等を

お示しいただいて、その対処要領を指導いたし

ます。

それと、民暴弁護士に具体的な対処要領、あ

るいは民事的なことについての講義をしていた

だきます。それとか、不当要求排除のビデオ等

をつくっております。これについての放映、閲

覧、それと実際に企業、事業所等では、応対す

るときになかなかうまくいかないことがありま

すので、ロールプレーイング等で応対要領等を

実技で演習等を行ったりしております。

ちなみに、不当要求責任者講習は、平成４年

の暴力団対策法に基づいてこの事業を暴追セン

ターが実施できるとしておりますので、この対

策法設置のセンター設立当初からこの講習事業

をやっております。毎年大体25回程度、県内13

地区で実施しておりますけれども、受講につい

ては、大体３年に１回の受講をするようにとい

う、そういうことになっておりますので、毎年

ということではありませんけど、しかし、受講

の参加率は非常に高うございまして、24年度

は817名ということでありました。事業所の責任

者数につきましては、ことしの４月現在で、県

内事業所で2,600名余り指定をされております。

以上であります。

ありがとうございました。○松村委員

ほかにございませんか、よろし○田口委員長

いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

はい。では、以上で終わりまし○田口委員長
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て、次にその他の報告事項に関する説明を求め

ます。

それでは、少年非行の現○深田生活安全部長

況と対策について御説明をいたします。

お手元に配付いたしております資料２、これ

をごらんいただきたいと思います。よろしいで

しょうか。

「委員会資料」です。○田口委員長

初めに、項目１の「刑法○深田生活安全部長

犯少年の検挙状況」についてであります。

全国、県内とも、平成15年から昨年まで、ほ

ぼ一貫して減少傾向にあり、平成15年に比較し

ますと、平成24年は、全国では14万4,404人から

６万5,448人に減少し、本県でも1,185人から518

人と、半数以下の検挙人員というふうになって

おります。

本年上半期を見てみましても、本県の検挙状

況は（２）の表のとおりでありまして、210人を

検挙しておりますけども、昨年同期比で比較し

ますと、37名減少をいたしております。

このうち、窃盗事件で検挙した少年は141人で

ありまして、昨年同期比で28人減少をしており

ますものの、刑法犯少年全体の約７割を占めて

おりまして、依然として窃盗が少年犯罪の中で

最も高い比率というふうになっております。

次に、項目２の刑法犯少年の再非行率であり

ます。

平成24年は、全国で33.9％、県内でも28.4％

の再非行率となっております。本年の上半期で

は、全国で35.3％、県内でも25.7％の再非行率

であり、刑法犯で検挙された少年のうち、実に

、４人に１人が再非行に走っているということで

少年の非行防止対策上の大きな課題というふう

になっております。

次に、項目３の触法少年の補導状況でありま

す。

触法少年とは、14歳に満たないで刑罰法令に

触れる行為を行った少年のことでありますけど

も、平成15年以降、おおむね100人前後で推移し

ておりましたものの 平成24年は157人と 過去10、 、

年間では最も多い数字となり、非行の低年齢化

が懸念されるところであります。

本年上半期におきましても、68人を補導し、

昨年と同数の高い水準で推移をしております。

このうち、窃盗は45人で、全体の66.2％と、約

７割近くを占めており、触法少年におきまして

も、刑法犯少年と同様の傾向でございます。

次に、項目４の不良行為少年の補導状況につ

いてであります。

、 、不良行為少年とは 犯罪には至らないものの

「喫煙」や「飲酒 、また「深夜徘回」といった」

行為を行った少年のことを指します。

不良行為少年は、平成15年以降減少傾向であ

りましたが、平成24年中は県内で3,850人を補導

し、前年比で341人増加をしております。

本年上半期も2,019人を補導しており、前年同

期比で465人増加している状況にありまして、そ

の行為別では 「深夜徘回」が1,195人と、全体、

の59.2％ 次いで 喫煙 が644人で 全体の31.9、 「 」 、

％を占めております。

なお、昨年は、西都市の河川におきまして複

数の少年らが知人の少年を溺れさせるという集

団暴行事件が発生し、全国的にも大きく報じら

、 、れたところでありますが 本年におきましては

社会の耳目を引く重要凶悪な少年事件の発生は

見ておらず、本県の少年非行情勢につきまして

は、依然として種々の課題はあるものの、現時

点、比較的平穏に推移している状況にあるもの

と、そのように考えております。

以上の少年非行の現状を踏まえた上で、警察
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が取り組んでおります少年非行防止対策につい

て御説明をいたします。

、 。まず 教育現場との連携についてであります

少年非行の大半を中学、高校生が占めており

ますことから、その教育現場である宮崎県内の

公立、私立の中学高等学校と警察とは、生徒の

非行などの問題行動や犯罪の被害に関して、相

「 」、互に情報を共有する 学校・警察相互連絡制度

これを運用いたしております。

児童生徒への効果的な指導と適切な保護対策

を通じて、健全育成に資するよう、個別の非行

や不良行為に関する情報について、学校と警察

の間で密接な情報交換を実施しているところで

ございます。

また、県警察の非常勤職員であります６名の

スクールサポーターを、これはことしからでご

ざいますけど、ことし６名になったんでござい

ますけど、６名のスクールサポーターを県内各

署に配置し、学校サイドからの相談の受理や助

言、問題行動を有する児童生徒の学校内外にお

ける指導など、幅広い活動を行っておるところ

でございます。

さらに、平成14年度からは、警察本部少年課

と県教育委員会学校政策課との間で係長級職員

を相互に出向させて、警察と教育庁との連携を

強化しまして、もろもろの少年問題に対して迅

速・的確な対応が可能となっております。

次に、児童の規範意識の醸成についてであり

ます。

少年非行の中でも、自転車盗、万引きなどの

窃盗犯が全体の約７割を占めている状況にあり

ます。

このため 「たかが自転車盗、たかが万引き」、

という軽い気持ちで手を染めてしまう初発型非

行が、ひいては深刻な非行の引き金になるもの

と、そのように考えております。

そこで、警察におきましては、小学生の段階

から規範意識を育むために、学校と連携をとり

まして、各小学校において、先生方と警察職員

などが協働をしまして寸劇、そしてまたイラス

トパネルなどを使用しました 児童参加型のティ、

ームティーチング方式と呼ばれる非行防止教室

を開催しているところであります。

平成24年度においては、県下で約240回のティ

ームティーチング方式の非行防止教室を実施し

たところでありますけども、一方的な講話など

に比較して、大変わかりやすく、身につきやす

いと、学校現場からも好評を得ているところで

あります。

次に、再非行防止対策についてであります。

警察では、検挙・補導した少年の再非行を防

止するため、現在、重点的に取り組んでおりま

すのが「少年に手を差し伸べる立ち直り支援活

動」であります。

、少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動とは

過去に非行少年として取り扱いがあり、かつ再

非行のおそれのある少年に対して、警察職員が

積極的に連絡をとり、例えば「休まずに学校に

通おう 」と、そういったような身近な目標を設。

定しまして、これに向けた継続的な指導・助言

を行い、その立ち直りを支援する活動でありま

して、現在、43名の少年に支援を実施しており

ます。

この活動の一環としまして、平成24年度から

県費予算により「少年に手を差し伸べる立ち直

り支援事業」というものを推進いたしておりま

す。

この事業は、地域の少年警察ボランティアの

皆さんや少年の保護者の協力を得ながら、おお

むね月１回、県内各地で農業体験活動、スポー



- 17 -

平成25年９月19日(木)

ツ活動、調理活動、清掃活動などを実施するも

のであります。これらを通じまして支援対象少

年の居場所をつくり、疎外感の解消や生活意欲

の改善を図りまして、最終的には、非行防止対

策上の大きな課題であります、再非行を防止し

ようというような、そのような事業でございま

す。

次に、有害環境の浄化についてであります。

インターネットの普及により、情報化社会が

進み、誰でも部屋にいながらにしてあらゆる情

報に触れられる今日にありまして、これらの情

報の中には、いたずらに性を描写したものや犯

罪をあおるものなど、少年の健やかな成長に有

害なものも存在します。

実際に県内においても、携帯電話等の使用を

きっかけとして少年が性犯罪被害に遭うという

事例が発生をいたしております。

警察では、こうしたサイバー空間の環境を浄

化するため、中学・高校の入学式当日に、携帯

電話のフィルタリングの徹底に向けたリーフ

、レットを配布しまして意識啓発をしているほか

携帯電話販売事業者に対するフィルタリング普

。及を継続して働きかけているところであります

また、サイバー犯罪に詳しい警察職員が学校

などに出向いて、生徒や保護者にフィルタリン

グの重要性、そしてまたコミュニティサイトの

危険性、スマートフォンからの情報流出の危険

性などを訴えるサイバーセキュリティカレッジ

にも力を入れておるところであります。

最後に、不良行為少年対策についてでありま

す。

先ほど説明をいたしましたとおり、昨年、こ

としと、補導件数は若干増加傾向にありますけ

ども、これは、非行の芽を早期に摘み取り、犯

罪を未然に防止するための街頭補導活動を強化

している成果でもあると、そのように考えてお

ります。

非行の芽を早期に摘むことが少年犯罪の抑止

につながるものであり、今後とも関係機関・団

体、少年補導員などの少年警察ボランティアの

皆さんと連携した街頭補導を積極的に推進し、

少年の非行防止及び健全育成に取り組んでまい

りたいと考えております。

今後とも委員長を初め、委員の皆様には、青

少年の健全育成に向けての警察活動に一層の御

指導・御支援を賜りますようお願いを申し上げ

まして、説明を終了いたします。

ありがとうございました。執行○田口委員長

部の説明が終了しました。

その他の報告事項についての質疑はありませ

んか。

少年犯罪等が少しずつ減少してい○松村委員

るということで、いい傾向にはあるのかなと思

いますけども、凶悪犯というのも、そこまでな

いようですけども、県内で少年犯罪の中で、実

質的に少年院とかに送致されるのは年間にどれ

ぐらいいらっしゃるんですか。

少年院に送致される具体○深田生活安全部長

的な人数でございますか。

ええ、傾向とか、だんだん減って○松村委員

きているとか、何というか、大人の社会では刑

務所がいっぱいになるという話もあって、よく

いっぱいで、施設が大変だとか、そんな話とか

聞いたりもしますけど、子供たちというのは、

今少年院とか、それがどれぐらいになってるの

かと思ってですね。

具体的な数字は、ちょっ○深田生活安全部長

と今手元にございませんけども、少年犯罪自体

、 、が減少傾向にありますので 以前に比べますと

少年院送致という少年自体も減少傾向にある、
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そのように考えております。

はい、わかりました。○松村委員

あと、私も毎年高鍋署で、生安課の担当の方

の薬物乱用に関しての講習会というやつによく

行くんです。ことしは何か女性の方が講演をし

ていただきましたけど、今薬物系というか、少

年犯罪の中でシンナーとか、麻薬というのはな

いでしょうけど、そういうところの傾向はどう

なんですか。

薬物犯、こと少年に関し○深田生活安全部長

、 、ましては 非常に減少をしておるということで

ことしが少年の薬物による検挙というのは、本

年が１件であります。それから、昨年はござい

ません。それから、23年に１件、覚醒剤でござ

います。大体ここ二、三年の状況を見ますと、

そのようなことで、少年の薬物に関する検挙と

いうのは減少傾向にございます。

よく最近は、いわゆる麻薬じゃな○松村委員

くて、脱法ドラッグとか、そういう言葉が何か

出てまして、四百何項目を何か、それに認証さ

れたとか何か、そういう記事とか、いろいろあ

るので、目に見えないそういうところで、ネッ

トの世界とか何かで、少し広がってるのかな何

ていう、ちょっとそういう懸念があったから、

ちょっと聞いたところでした。

あと、青少年の再犯防止ということで、再非

行防止対策ということでしたけど、立ち直り支

援、これは何名と言われたのかということと、

ボランティアに参加させてるということでした

けど、これは警察のほうで、何かそういうボラ

ンティアの事業をつくって、そこにそういう少

年たちと一緒にやって、草刈りとか何かするよ

うな形なんでしょうか、どういうボランティア

をされるのか。

支援対象少年として指定○深田生活安全部長

、 、 。をしておりますのは 現在 43名でございます

これは都度指定を解除したり指定をしたりとい

うことで、常に流動いたしておりまして、先ほ

ど言いました43名というのは８月末の数字でご

ざいます。それで、人数についてはそのような

ことでございます。

それと、あと防犯ボランティアの参加状況、

参加の内容でございますけども、一番多いのは

少年補導員と言われる方々が一番多うございま

す。これにつきましてはそれぞれ各、例えば南

署管内でやるときとか高鍋署管内でやるときと

か、いろいろございますけど、そこの少年補導

員の支部長さんとか、そういうような方が積極

的に参加をしてくれております。ちなみに、県

下の少年補導員は本部長の委嘱でございますけ

ど、定員が605名でありまして、現在、それぞれ

各支部に分かれて活動をしてもらっております

ので、ボランティアの内容につきましてはその

ような方がこの支援事業には一緒に参加をして

もらって、例えば農業体験活動であれば一緒に

農業体験をする、それから清掃活動も一緒に清

掃活動に従事をする、そのようなことで協力を

いただいておるところであります。

はい、わかりました。そのボラン○松村委員

ティアに関しては、ちょっとまた後で私もその

やり方とか、ちょっと相談というか、お聞きし

たいなと思います。というのは、私も保護司を

やってまして、保護司の世界でも子供たちの立

ち直りには社会性を一緒に応援してやるのが大

、 、事だということで ボランティアへの参加とか

、そういう項目もいっぱい書いてあるんですけど

ただ、一緒においでと連れていくと、一般の方

の中で入ってくると、何というか、この人がボ

ランティアをするような子供じゃねえとか、そ

ういう目で見られたりとか、何か本人が犯罪者
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であるということは秘密厳守の中でやってるこ

となので、かなりどういうボランティアをさせ

ればいいかなと思いながら処遇をすることがあ

るので、ちょっとまた勉強させてもらいたいな

という思いがあるので、また後日で結構ですけ

ど、個人的にまたお願いしたい。以上です。

参考までですけども、今○深田生活安全部長

被害少年、支援少年と一緒にしておるのは河川

の清掃とか、いわゆるいろんなＪＲの駅がござ

いますけども、この駅の内外の清掃とか、そう

いうようなものをやっておるというのが具体的

な内容であります。

これは一般の方も参加してるんで○松村委員

、 、すか それとも少年補導員と非行少年だったり

再犯のある方というんですか、と一緒に、それ

だけでやるんですか。

、○深田生活安全部長 基本的にはボランティア

少年補導員、この方が一緒になってやってくれ

ております。

一般の方は参加しないんでしょ。○松村委員

今のところ参加はしてお○深田生活安全部長

りません。保護者の参加はございますけども、

一般の方の参加はございません。

はい、結構です。○松村委員

いいですか。○田口委員長

はい。○松村委員

ほかにございませんか。○田口委員長

済みません。ちょっと２点確○二見副委員長

認なんですけど、この１の刑法犯少年の検挙状

況についてはよくわかったんですが、これって

検挙率については、変わりはないのかというの

が１点と、もう一点は、４の不良行為少年の増

加傾向なんですけれども、この理由、どういっ

た理由でこういった行為に行ってるのかという

のを把握していらっしゃったら教えていただき

たいんですが。

少年自体の検挙率につい○深田生活安全部長

ては、ちょっと私のほうで把握しておりません

ので、それについてはちょっとよろしいでしょ

うか、あと今質問のございました原因、昨年、

ことしと、私どもも詳細なところをはかりかね

ておるところでございまして、いわゆる少年人

口そのものはずっと減少傾向にある、そしてま

た補導人員自体も減少傾向にあると、そういう

ようなことからしまして、そういうことで、な

かなか原因については今のところいろんな機会

に分析等をしておるんですけど、今ここでこう

いうことが原因で増加をしておりますというこ

とについては、今のところは分析結果がまだな

かなかできないということで、ちょっとお答え

しにくいというところでございます。

ただ、先ほども言いましたように、街頭活動

の強化をしておるということで、それだけ目に

つく少年がふえて、それについてしっかり補導

をしておるという活動の成果という部分はある

のかなと、そのように考えております。

それと、検挙でございますけども、刑法犯検

、挙人員に占める少年の割合でございますけども

県内では大体３割前後、これが少年の犯罪とい

うことであります。

ですから、少年の犯罪自体の検挙率と、これ

の推移はちょっと資料ございませんけども、少

年が刑法犯検挙人員全体に占める割合として

は、22年が30.6％、23年が27.2％、24年が24.3

％ということで、全検挙人員に占める検挙の割

合としては、そのようなパーセンテージを示し

ておるというところが実態でございます。

いろんな犯罪行為とかがすご○二見副委員長

く専門高度化していってて、本当子供がこんな

ことを考えるのかなと、恐ろしいことを考える
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なというような事例も結構出てきてると思うん

です。

だから、こう言っては何ですけれども、検挙

し切れてない部分がまだあるのかなという気が

したので、その検挙率というのをちょっとお聞

きしたかったということが１つと、不良行為を

する少年たちの原因、理由は、今いろんな社会

事情で働き方が変わったりとか 親が夜いなかっ、

たりとかする理由、私も近くにああいうちょっ

と不良行為をする子供たちがいて、大体その周

りの人たちから話を聞いてみると、家庭環境に

問題があったりとかしてるものですから、そう

いったところをもうちょっとできることならば

把握していただいて、そしてそれをもっとほか

の行政分野でも生かしていけるようにというこ

とで また御協力いただければというふうに思っ、

ておりますので、よろしくお願いいたします。

ほかにございませんか。○田口委員長

済みません、もう一度、有害環境○重松委員

の浄化で、フィルタリングの普及啓発、私も入

学式で、警察の方が来られて説明されてるのを

聞いて、いいことだなと思いました。

もう一つ、サイバーセキュリティカレッジの

、 、開催 ちょっと聞き逃したのかもしれませんが

もう一度開催単位と内容を、ちょっともう一回

、 。教えていただけませんでしょうか 済みません

まず セキュリティカレッ○深田生活安全部長 、

ジ、これの実施状況でございます。平成24年、

これは全部で98回実施をいたしまして、受講者

が２万1,390名、それからことしになりましてこ

れが増加をしてきておりまして、８月末現在で

既に152回の実施をいたしております。そして、

受講者でございますけども、２万9,970名でござ

います。これの内容につきましては、中学、高

校、それから学校の先生、保護者、それぞれ内

容を若干ずつ変えまして、例えば中学生、高校

生であれば、それこそそういう出会い系サイト

とか、こういうものでは犯罪の被害になります

よと、だからそういうものはしてはいけません

よと、そういうような初歩的な部分、それから

学校の先生とか、そういう対象がそのようにな

りますと またそれはちょっと高度な内容になっ、

て、安全性、危険性、この部分をやる。特に、

今スマートフォンが非常に普及をしてきており

ますので、スマートフォンの危険性、アプリを

簡単にインストールすることの危険性、ここら

あたりをしっかり今やっておりまして、特に県

警ではアプリの危険性というのを、例えばこの

会議上でもスマートフォンにスイッチを入れて

おるだけで、この状況が外に漏れると、そうい

うようなシステムも開発をして、そしてそれを

サイバーセキュリティカレッジで学校の先生と

か保護者、時にはそういう危険性もありますよ

というようなことで講義をしておるということ

であります。

今一番そういうような部分で問題になってお

りますのが、旧来の携帯電話とスマートフォン

の違いというのがなかなか理解をしてもらえず

に、いわゆる携帯電話でありますと、情報流出

というのは、まずなかったんでございますけど

も、スマートフォンは、先ほど言いましたよう

に、そういういろんなアプリで情報が外に流出

する、この危険性の認識を今しっかりと、スマ

ートフォンは危険ですよと、いわゆる携帯電話

機能のついたパソコンですよと、そういうよう

なことをカレッジのほうでしっかり教養という

か、講義をしておるというような状況でござい

まして、大体そのような内容で実施をいたして

おります。

それは学校に出向いてそのような○重松委員
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ことをされて、それから機材も使いながら説明

されていらっしゃるんですかね。

。○深田生活安全部長 そのとおりでございます

出前で、全て依頼を受けて、本部の捜査員が行

く場合と警察署でやる場合と、それぞれ対象に

よって使い分けて実施をいたしております。

はい、わかりました。頑張ってく○重松委員

ださい。

よろしいですか。○田口委員長

はい。○重松委員

ほかにございませんか。○田口委員長

ちょっとつけ加えさせていた○河野少年課長

だいてよろしいでしょうか、先ほどの二見委員

の少年事件の犯罪の検挙率という御質問があり

まして、生活安全部長が成人事件に占める少年

犯罪の率ということでお答えをいたしましたけ

れども、もう一つちょっと考え方を別の切り口

にいたしまして、発生した犯罪に対して何件の

検挙があるかという、そういう検挙率の出し方

を少年事件に当てはめてみますと 最初に起こっ、

た犯罪、つまり分母の部分が少年の犯行である

か否かというのは捕まえてみないとわからない

ものですから、そういう一般的な形での犯罪の

検挙率というのは、ちょっと少年犯罪では出な

いということを１点だけつけ加えさせていただ

きます。以上でございます。

わかりました。○二見副委員長

よろしいですか。○田口委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、質疑を終了します。○田口委員長

それでは、その他で何かありますか、よろし

いですか、終了していいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

はい。それでは、以上をもって○田口委員長

警察本部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時31分休憩

午前11時35分再開

それでは、委員会を再開いたし○田口委員長

ます。

、 。報告事項等について 局長の説明を求めます

説明に入ります前に、一言お○濵砂企業局長

礼を申し上げます。

さきの県北調査におきまして、田口委員長さ

んを初め、各委員の皆様には、北部管理事務所

と、それから祝子の第二発電所を御調査いただ

きました。まことにありがとうございました。

私どもといたしましては、委員の皆様の御指

導、御支援を賜りながら、今後とも事業の円滑

な推進に努めてまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、本日御報告いたします項目につき

まして説明をさせていただきます。

お手元に配付しております「文教警察企業常

任委員会資料」をめくっていただきまして、目

次をごらんください。

企業局では、今回は議案はございませんが、

提出報告書の関係が１件、それからその他の報

告事項が２件、合計３件でございます。

まず、１番目の提出報告書関係であります。

これは、県が出資している法人等の経営状況

でありますが、地方自治法第243条の３第２項及

び宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条

例第４条第３項の規定に基づきまして、企業局

が出資しております一般財団法人一ツ瀬川県民

スポーツセンターの経営状況等につきまして御

報告をするものでございます。

、 、次に ２番目のその他報告事項でありますが
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１つは、今年度は少雨の傾向が続いております

けれども、電気事業における供給電力量の状況

及び、それから渇水への対応の状況につきまし

て御報告をさせていただきます。

２つ目は、三財発電所において実施いたしま

した発電所施設見学ツアーにつきまして御報告

をさせていただきます。

私からは以上でございますが、詳細につきま

しては、担当課長から説明いたします。よろし

くお願いいたします。

企業局長の概要説明が終了いた○田口委員長

しました。

初めに、報告事項に関する説明を求めます。

県が出資している法人等の○新穗経営企画監

経営状況について報告いたします。

お手元にあります「平成25年９月定例県議会

提出報告書（県が出資している法人等の経営状

況について 」の137ページをお開きください。）

「一般財団法人一ツ瀬川県民スポーツセンタ

ー平成24年度事業報告書」であります。

１の「事業概要」ですが、当法人は「一ツ瀬

川県民スポーツレクリエーション施設」の指定

管理者として、ゴルフ場の管理運営を行ってお

ります。

なお、今年度で指定管理期間が終了しますこ

とから、平成26年度からの指定管理者について

選定の手続を進めているところであります。

「事業概要」の２つ目ですが、公益法人制度

改革によりまして平成24年度に一般財団法人に

、 「 」移行したことから 新たに 公益目的支出計画

に基づく事業を実施しております。

「公益目的支出計画」といいますのは、新し

い公益法人制度において、それまでに受けた寄

附などの財産を公益の目的のために消費してい

く計画のことでありまして、当法人の場合は、

基本財産を県と新富町に計画的に寄附するとい

うことで、一般財団法人としての認可を受けて

おります。

次に、２の「事業実績」ですが （１）の指定、

管理業務に係る事業費が１億841万5,000円と

なっております。

また、事業実績は、ゴルフコースの利用者数

が３万2,489人、主催コンペの開催数が177回、

参加者数が１万5,969人、カートの貸出者数が２

万7,531人、レストランの利用者数が２万5,469

人などとなっております。

（２）の「公益目的支出計画」の実施に係る

事業費は100万円で、事業実績は、県と新富町に

それぞれ70万円、30万円の特定寄附を実施して

おります。

138ページからの経営状況の詳細につきまして

は、後ほど説明します「経営評価報告書」と重

複しますので、ここでは省略させていただきま

して、先に今年度の事業計画について説明いた

します。

142ページの「平成25年度事業計画書」をごら

んください。

１の「事業概要」は、平成24年度と同様であ

ります。

２の「事業計画」でありますが （１）の指定、

、管理業務に係る事業費は１億1,392万7,000円で

事業内容につきましては平成24年度と同様であ

ります。

また、ゴルフコースの目標利用者数を３

万7,500人、主催コンペの目標参加者数を１

万7,800人に設定しております。

（２）の「公益目的支出計画の実施」につき

ましても、平成24年度と同様、県と新富町に合

計100万円を寄附する内容となっています。

「 」 。143ページの 収支予算書 をごらんください
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収入の合計は１億1,544万9,000円で、ゴルフ

コースの利用料収入、カート使用料、レストラ

。ンの売り上げなどが主な収入となっております

前年度より1,322万6,000円の減収となってお

りますのは、近年の利用者数の動向や客単価の

低下を考慮し、１割ほど低く設定しているもの

です。

一方、支出の合計は１億1,412万7,000円で、

前年度より1,320万4,000円の減となっておりま

すが、これは収入の減に対応するため、人件費

などの経費節減を図るものとなっております。

その結果、下から３段目の当期収支差額にあ

りますように132万2,000円の利益を見込んであ

ります。

次に、199ページをお開きください。

「宮崎県出資法人等経営評価報告書」につい

て御説明いたします。

まず、当法人の「概要」ですが、中ほどにあ

りますとおり、設立は、平成元年11月18日で、

総出資額 は900万円 うち 県出資額 が630「 」 、 「 」

万円で、出資比率は70％となっております。

次に 「県関与の状況」のうち「人的支援」に、

ついてですが、役員数は平成24年度も25年度も

５人で変更ありませんが、県退職者の常勤役員

にかわって県関係以外の出身の非常勤役員が

入っております。

一般職員の数は、昨年より１人減の10人で、

全員プロパー職員であります。

その下の「財政支出等」については、該当あ

りません。

その下の「その他の県からの支援等」であり

ますが、企業局のＰＲと誘客を目的とした「企

業局杯」を開催しており、スポンサーとして参

加者の賞品を提供しているものです。

次の「主な県財政支出の内容」については、

該当ありません。

その下の「実施事業」につきましては、先ほ

どの内容と同様でございます。

その下の「活動指標」でありますが、①「ゴ

」 、 、ルフ場利用者数 は 目標値３万7,500人に対し

実績値３万2,489人で、達成度は86.6％となりま

した。

また、②「主催コンペ年間参加者数」は、目

標値１万7,900人に対し、実績値が１万5,969人

で、達成度は89.2％となりました。

一番下の欄にありますように、これまでの実

績を勘案してコンペ参加者の目標値を平成25

・26年度は見直しております。

200ページをお開きください。一番上の「財務

状況」であります。

まず、表の左側 「正味財産増減計算書」につ、

いて御説明いたします。

平成24年度の欄を見ていただきまして、経常

収益は１億1,032万円、経常費用は１億841

万5,000円で、差し引きの「当期経常増減額」

は190万5,000円となりました。これから「当期

経常外費用増減額 15万1,000円を差し引いた 当」 「

期一般正味財産増減額」は、175万4,000円とな

りました。

「一般正味財産期首残高」が８万9,000円あり

ましたので 「一般正味財産期末残高」は184、

万3,000円となっております。

なお、平成23年度の「一般正味財産期末残

高」1,008万9,000円のうち1,000万円につきまし

ては 「公益目的支出計画」に充てる資金とした、

ことから 指定正味財産 とし 残額８万9,000、「 」 、

円を「一般正味財産」としております。

「当期指定正味財産増減額」は、平成24年度

に特定寄附を実施したため、マイナス100万円と

なり 「指定正味財産期末残高」は900万円とな、
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りました。

「一般正味財産」と「指定正味財産」を合わ

せた「正味財産期末残高」は、1,084万3,000円

となっております。

次に、表の右側の「貸借対照表」を御説明い

たします。

平成24年度の欄をごらんいただきまして、資

産は2,698万6,000円で、現金預金などの流動資

産が1,680万5,000円、定期預金、機械装置など

の固定資産が1,018万1,000円であります。

次に、負債は1,614万3,000円で、未払い金、

仮受金などの流動負債のみです。

資産から負債を差し引いた正味財産は1,084

万3,000円で、指定正味財産が900万円、一般正

味財産が184万3,000円となっております。

次に 「財務指標」でありますが、①「利用料、

金収入」は、目標値8,655万円に対し、実績

値7,352万2,000円となり、達成度は84.9％とな

りました。

②「人件費」は、節減分を評価しております

ので、達成度は111.8％となっております。

③「自主事業収入」は、目標値4,132万5,000

円に対し、実績値3,679万8,000円となり、達成

度は89％となりました。

最後に 「総合評価」のうち右の欄にあります、

「県の評価」ですが、活動内容については、各

種コンペを実施し利用者確保に取り組んだこと

は評価できますが、活動指標はいずれも目標を

達成しておらず、一層の誘客対策に取り組む必

要があります。

中ほどの行にいきまして、財務内容につきま

しては、利用者数が減少し収入が大きく落ち込

む中にあって、経費削減に努め３期ぶりに収支

黒字を確保したことは評価できるものの、財政

。基盤の安定が引き続きの課題となっております

最後の段落に行きまして、組織運営につきま

しては、適切な人員配置により、効率的に運営

されているものと考えています。

、 、これらを踏まえ ４段階評価につきましては

その下にありますように、活動内容はＣ、財務

内容はＣ、組織運営はＢとしたところでありま

す。

、 。提出報告書関係の説明は 以上でございます

ありがとうございました。報告○田口委員長

事項に関する執行部の説明が終了しました。

報告事項についての質疑はありませんか。

ゴルフ場の利用、他のほとんどの○徳重委員

ゴルフ場が非常に低料金にしてきておる状況で

すが、特に河川ということで、今年度は余り大

きな災害というか、台風も今のところほとんど

ないというような状況ですが、もし台風という

、 、か 大雨とかが何回か来るようなことになって

、相当な後の整備なり利用減なりになった場合は

結果はどうなるわけですか。

まず、利用者の減による収○新穗経営企画監

入の減につきましては、今の指定管理の募集の

条件の中に、年間を通して７日以上そういう冠

水をして、利用者数が落ち込んでると、そうい

う状況が発生したときには、そのときの指定管

理者の経営状況を勘案して、１日当たり６

万6,000円ぐらい納付金を減額するという規定に

なっております。昨年度もかなり雨が多かった

んですけども、それに該当する日はちょっとな

かったということで、実際の減額には至ってお

りません。

それから、復旧費用に関してですけれども、

復旧費用につきましては、基本的に200万円ぐら

いまでは、一般の修繕費は財団が、指定管理者

が持つということになっております。

ただ、大規模な災害を受けて、指定管理者の
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。資金ではとてもできないような場合があります

それは全て企業局のほうで復旧作業をするとい

うことになっております。

過去二、三年の中で、そういうケ○徳重委員

ースがありましたかね。

ここ数年実績は全くありま○新穗経営企画監

せん。

ほかにはありませんか、よろし○田口委員長

いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

はい。○田口委員長

それでは、次にその他の報告事項に関する説

明を求めます。

それでは、供給電力量の状況○本田工務課長

及び渇水への対応状況について御報告いたしま

す。

「 」 。委員会資料 の１ページをごらんください

まず、１の「供給電力量の状況」であります

が、上の表は、今年度における供給電力量とダ

ム地点での雨量を月ごとに示したものでありま

す。

右側の「雨量」の欄では、30年平均の雨量と

今年度の実績、そして30年平均と実績との比較

を掲載しておりますが、６月こそ雨が多かった

ものの、それ以外の月は雨が少なく、特に７月

・８月においては、両月とも30％弱であり、こ

の夏の雨量は、過去30年の中でも、大変少なく

なっております。

累計の実績は1,155ミリメートルで、30年平均

比では57.6％となっております。

左側の「供給電力量」の欄では、今年度の目

、 、標と実績 そして達成率を掲載しておりますが

６月以外は目標を達成できていない状況であり

まして 累計の実績は１億9,296万4,000キロワッ、

トアワーであり、目標に対しましては64％の達

成率となっております。

また、下の表は、発電所ごとの供給電力量を

示したものであります。

、 「 」 。次に ２の 渇水への対応状況 であります

企業局では、治水や利水との調整を図りなが

ら、ダムの効果が最大限発揮できるよう発電運

用を行っているところであります。

特に、今年度の渇水状況に対しましては、少

ないダムの水を長期的に農業用水に使用できる

ように、地元市町村が主催する利水調整協議会

等にダムの情報を早くから提供するとともに、

そこで決められた農業用水の節水に協力するた

め、発電を調整するなど、渇水被害の未然防止

、 、に努めたところでありまして 小丸川水系では

下に書いておりますが、12日間、祝子川水系で

は20日間、そして三財川水系では７日間の節水

対応を行ったところであります。

なお、現在は、先月末から今月初めにかけて

、発生しました台風や秋雨前線による降雨のため

ダム水位は回復しておりまして、渇水は解消さ

れたところであります。

続きまして、発電所施設見学ツアーについて

御報告いたします。

「 」 。委員会資料 の２ページをごらんください

１の目的にありますように 「発電所施設見学、

ツアー」は、二酸化炭素をほとんど発生しない

クリーンなエネルギーである水力発電の仕組み

やダムの役割についての理解を深めまして、環

境保全に対する意識の啓発に資するとともに、

企業局の事業をわかりやすく伝えることを目的

として実施しているものであります。

この見学ツアーは、平成11年度から実施して

おりまして、今回で25回を数え、見学者は延

べ1,315名となっております。

２の実施概要でありますが、開催方法は、社
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会科授業の一環として行いました。

今回は、今年度の第２回目といたしまして、

７月５日に西都市の三財発電所において、三財

小学校６年生30名の参加で実施いたしました。

なお、アンケート調査を行いましたので、意

見の一部を紹介いたしますと 「三財発電所は、、

ほかの発電所と違って、水車が２台もついてい

ることが初めてわかりました。次は、もっとい

ろんなことが知りたい 「発電の仕方や機械の。」

仕組みを教えてもらって、稚魚放流も楽しかっ

たです。また、行きたいと思います 」などの声。

を寄せていただきました。

掲載しております写真は、当日の状況を撮影

したものであります。

発電所の見学とあわせ、参加者に川への親し

みを持ってもらうため、稚魚の放流も行いまし

たが、子供たちの喜ぶ姿が多く見られまして、

好評のうちに終了することができました。

なお、資料の下のほうでありますが、参考と

いたしまして、ほかの発電所で実施しました見

学の受け入れについて掲載しております。

この見学の受け入れは、企業局ホームページ

でお知らせ等を通じて、昨年度から実施してい

るものであります。以上でございます。

ありがとうございました。説明○田口委員長

が終了しました。

その他の報告事項についての質疑はありませ

んか、よろしいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、質疑を終了します。○田口委員長

、 。その他で何かありませんか よろしいですか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、 、○田口委員長 はい それでは 以上をもって

企業局を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時58分休憩

正午再開

委員会を再開します。○田口委員長

あすの委員会は、午前10時に再開し、教育委

員会の審査を行うことといたします。

以上で本日の委員会を終了いたします。委員

の皆様にはお疲れさまでした。

正午散会
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午前９時59分再開

出席委員（７人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 中 村 幸 一

委 員 松 村 悟 郎

委 員 重 松 幸次郎

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 飛 田 洋

教 育 次 長
髙 原 みゆき

（ 総 括 ）

教 育 次 長
西立野 康 弘

（教育政策担当）

教 育 次 長
中 野 通 彦

（教育振興担当）

総 務 課 長 梅 原 裕 二

財 務 福 利 課 長 入 倉 俊 一

学 校 政 策 課 長 谷 口 英 彦

学 校 支 援 監 今 村 卓 也

特別支援教育室長 坂 元 巌

教 職 員 課 長 早日渡 志 郎

生 涯 学 習 課 長 村 上 昭 夫

スポーツ振興課長 日 髙 和 典

文 化 財 課 長 田 方 浩 二

人権同和教育室長 花 岡 道 義

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 鬼 川 真 治

政策調査課主幹 牧 浩 一

皆様、おはようございます。先○田口委員長

日までの本会議、御苦労さまでございました。

きょうの常任委員会は、またよろしくお願いい

たします。

それでは、委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました議案等について、

教育長の説明を求めます。

おはようございます。教育委員○飛田教育長

会でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

まず最初に、おわびを申し上げたいと思いま

す。

７月に実施いたしました教員採用選考試験に

おいて、昨年に続いて連続で問題ミスが発生い

たしました。このことは、昨年度の教訓が十分

に生かされていなかったということであり、大

変重く受けとめております。

受験者の皆さん、関係者の皆さん、そして文

、 、教委員の皆様方を初め 県民の皆様方に御迷惑

そして御心配をおかけし 大変申しわけなく思っ、

ております。

、 、今後 発生原因の具体的な分析を行いまして

再発防止の一層の徹底を図ってまいりたいと考

えております。申しわけございませんでした。

次に、お礼を申し上げたいと思います。

８月21日に県武道館において開催いたしまし

た「県民総ぐるみ教育フェスティバル」には、

田口委員長を初め、委員の皆様に御臨席をいた

だき、まことにありがとうございました。

おかげをもちまして、ＰＴＡや学校関係者な

ど700名を超える多くの御参加をいただき、県民

総ぐるみによる教育の推進に向けた機運の醸成

平成25年９月20日(金)
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を図ることができました。

また、８月に行われました第95回全国高等学

校野球選手権記念大会におきましては、福田議

長を初め、県議会議員の皆様方にも甲子園に足

を運んでいただき、アルプススタンドから応援

をいただきました。この場をお借りしまして、

厚くお礼を申し上げます。ありがとうございま

した。

。これからは座って説明をさせていただきます

お手元の文教警察企業常任委員会資料をお願

いいたします。表紙をお開きいただくと、左側

に目次がございます。目次をごらんくださいま

せ。

今回、御審議いただきます議案は、議案第１

号「平成25年度宮崎県一般会計補正予算（第２

号 」の１件でございます。）

また、その他の報告事項といたしまして 「宮、

崎県教育委員会の教育に関する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価について」など、６

件を説明させていただきます。

このうち補正予算についてでありますが、目

次の右、１ページをごらんください。

今回の教育委員会の一般会計の補正予算は、

表の下のほう、太線で囲んでおります計の欄に

記載しておりますように、73万円の増額補正を

お願いするものでありまして、補正後の額は、

その２つ右の欄、1,062億6,285万5,000円でござ

います。

内容につきましては、表の一番右の「補正内

容 の欄の上から３段目に記載しております 問」 「

題を抱える子ども等の自立支援事業」でありま

す。

私からは以上でありますが、引き続き、関係

課長、室長が説明いたしますので、御審議のほ

ど、どうぞよろしくお願いします。

以上でございます。

ありがとうございました。教育○田口委員長

長の概要説明が終了いたしました。

初めに、議案に関する説明を求めます。

それでは、学校政策課の補○今村学校支援監

正予算につきまして御説明いたします。

表紙に「平成25年度 ９月補正 歳出予算説

明資料」と書かれております横長の資料がござ

いますが、御準備いただけますでしょうか。ペ

ージをめくっていただきまして、85ページをお

開きください。

学校政策課の補正額といたしましては、73万

円の増額補正でございますが、補正後の額は、

右から３列目にありますように ９億610万8,000、

円となります。

内容につきましては、１ページめくっていた

、 。だきまして 資料の87ページをごらんください

増額補正をお願いいたしますのは、上から５

段目の（事項）生徒健全育成費の73万円でござ

いますが、内容は、その下の説明の欄にござい

ますように、児童・生徒の健全育成に要する経

費でございまして、国の委託決定に伴う補正で

ございます。

事業名は、１の「問題を抱える子ども等の自

立支援事業」でございます。

詳細につきましては、お手元の常任委員会資

料で御説明いたしますので、恐れ入りますが、

常任委員会資料の２ページをお開きください。

では初めに、１の事業の目的・背景でござい

ますが、本事業は、本県の生徒指導の最重要課

題でございます、いじめ・不登校、非行等問題

行動等につきまして、さまざまな観点から、各

地域で特色のある調査研究を行い、その成果等

を普及することによりまして、学校に適応する

ことが困難な児童生徒の支援を図るというもの
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でございます。

２の事業内容でございますが （１）の「児童、

生徒の学校適応支援事業」につきましては、①

にございますように、いじめ、不登校等に係る

対応につきまして調査研究を行っているもので

ございます。

具体的には、調査研究地域を指定いたしまし

て、不登校児童生徒に対する訪問相談などの指

導体制の充実を図るため、調査研究に取り組み

ますとともに、県におきまして、②にあります

連絡協議会や指導員の研修会の開催、③の適応

指導教室訪問の実施、④の実践事例集の作成・

配布などに取り組むものでございます。

これらの事業内容につきまして、国の委託決

定が行われまして、当初の予定より増額となり

ましたことから、不登校児童生徒に対応する訪

問指導を強化するために、訪問指導員の活動に

要する宮崎市への委託料を増額するものでござ

います。

次に （２）の「魅力ある学校づくり調査研究、

事業」につきましては、いじめ・不登校等の未

然防止につきまして 昨年度から調査研究を行っ、

ているところでございますが、①にございます

ように、調査研究地域を指定いたしまして、市

町村教育委員会と連携しながら、不登校の未然

防止を推進するための調査研究に取り組みます

とともに、日向市における取り組みや成果を、

②にございますようにリーフレットなどにまと

、 、めまして 県内の全小・中学校へ配布しながら

未然防止の取り組みについて啓発を図ろうとす

るものでございます。

これらの事業内容のうち、国立教育政策研究

所の委託決定に伴いまして、リーフレット等の

作成に要する日向市への委託料を増額するもの

でございます。

３の事業費でございますが （１ （２）の両、 ）

方の事業につきましては （１）に係るものが54、

万1,000円 （２）に係るものが18万9,000円、合、

わせまして73万円の増額補正でございます。補

正後の予算額は、右の括弧で囲んだ中にござい

ますが、合わせまして712万3,000円となってい

るところでございます。

４の事業期間でございますが、この事業は平

成19年度から継続して実施しているものでござ

います。

説明は以上でございます。

ありがとうございました。議案○田口委員長

に関する執行部の説明が終了いたしました。議

案についての質疑はありませんか。

ただいまの説明があったとこです○徳重委員

が、事業期間というのが平成19年度からとなっ

ていますが、最終年度は決まってるものか、そ

れとも今年度で終わるのか、どういう形。

国の10分の10の事業でござ○今村学校支援監

いますので、国の動向を見ながらということに

、 、なりますが ずっと今継続されておりますので

次年度も同様の形で継続されるのではないかと

いうふうに思っておりますが、終期については

確実なものはございません。

もう御案内のとおり、いじめ、不○徳重委員

登校というのは、ずっとこれからもなくなるも

んではなかろうとこう想定していますが。そう

いったことを考えますときに、やはりしなきゃ

ならないことは県独自でもやっていくべきだと

思いますが、いかがでしょう。

そのとおりだというふうに○今村学校支援監

思っておりますので、国の事業のそういう動向

を見ながら、県でもまた考えていきたいという

ふうに思っております。

。 。○徳重委員 よろしくお願いします いいです
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ほかにありますか。○田口委員長

本年度の指定地域ということで書○松村委員

いてございますけども 毎年 指定地域は変わっ、 、

ていくものなのかということをちょっとお聞き

します。

国の事業の中ではさまざま○今村学校支援監

な項目がありますが、本県の場合には、例えば

（１）の学校適応支援事業につきましては、適

応指導教室という、不登校の子供たちが通った

り、学校復帰を目指したりする場所がございま

すが そういったところを持っている市町村が16、

ございます。その16の市町村のうち、希望をさ

れるところを指定地域として選んで、この事業

を実施しているところでございます。

（２）の魅力ある学校づくりの調査研究とい

う事業につきましては、２年間を単位として中

学校の校区、今、国は財光寺中学校とございま

すが、その前は延岡の東海中学校を、校区を指

定しておりましたが、２年間ごとに市町村の意

向も聞きながら指定を続けております。

以上でございます。

もう一回だけ。１番目の調査研究○松村委員

の分、不登校に係る対応の調査研究で５つの地

域が指定されてますけども、これは希望があっ

たら毎年継続して、あるいは希望がないとこは

１回もこの支援の対象にはなってないというと

、 、ころも この19年度からあるということですね

これから先も。

おっしゃるとおりでござい○今村学校支援監

ます。希望したところを中心にしておりますの

で、それを国が審査をして決めることでありま

すので、全てが認められるというわけでは、確

実にそうだというわけではございませんけれど

も、ほぼ希望したところにつきましては、内容

を精査しながら認められているところでござい

ます。

ほかにございませんか。○田口委員長

じゃ、１点だけ （１）の連絡協議○重松委員 。

会、②の構成はどのような人たちでやってらっ

しゃるんでしょうか。

、○今村学校支援監 連絡協議会につきましては

この指定地域を受けている、その５つの市町村

の教育委員会の担当の職員でありますとか、本

課の県の教育委員会の職員でありますとか、そ

ういった方々で構成をしているものでございま

す。

ありがとうございました。○重松委員

この事業は、国からのそういった○徳重委員

要請もあったりしてできた、あるいは申請をし

たところはやるということでございますが。ど

、 、この学校でもあると こう想定をしてるわけで

５年間という実績ですね、その実績の結果とし

てどういう結果が出たか、そういったのはもう

掌握されていると思いますが、事例でも結構で

すが、１つでも２つでも教えていただくとあり

がたいです。

お手元の資料の２ページの○今村学校支援監

一番下、事業効果というところを見ていただき

ますと、例えばそこにもありますが、人間関係

の形成能力の向上が図られ、いじめや不登校の

未然防止につながるですとか、こういったこと

を普及することによって各学校の生徒指導の体

制の構築に生かすことができるなどというふう

にございますけれども。例えば、２の（１）の

児童生徒の学校適応支援事業あたりにおきまし

ては 子供たちが学校に通えていない そういっ、 、

た状況の子供たちが、この適応指導教室に通っ

、 、たり 適応指導教室の相談員が家庭訪問をして

それぞれの家庭に回りながら指導を続けること

によって学校に復帰することができるように
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なったという、そんな事例がたくさんございま

す。

また （２）の魅力ある学校づくりの調査研究、

では、いじめや不登校を未然に防止するという

のが主な趣旨で取り組まれておりますので、小

中学校一緒になって無言作業に取り組んだり、

大きな声で挨拶運動に取り組むなどすることに

よりまして、子供たちの不登校が大きく減って

いるという、そういったことが出てきておりま

す。

以上でございます。

今おっしゃったとこ、未然防止し○徳重委員

たと、その結果がたくさん出たとおっしゃって

おるんですけど、そのたくさんの数というのが

知りたいんです。毎年どれぐらいの不登校のお

うちを訪問されたり、いろいろ指導されたかと

いうことによって、どれぐらいの人たちが、皆

様方の指導によってできたという結果だろうと

思うんだけど、その数ですね、どれぐらいそう

いう生徒がおったのかっていうのは、実績とし

て上がってるんですか。

具体的には、今ここでは、○今村学校支援監

ちょっと数は申し上げられませんが、県全体と

しては毎年1,200名を超える子供たちが不登校と

いう形で上がってきております。小中高、合わ

せてでございます。卒業していくのですが、次

、に新たな不登校がやっぱり生まれておりまして

毎年それぐらいの数がいます。全国的に見て非

常に少ない傾向ではございますが、やはり1,200

名を超える子供たちが不登校で学校に行けない

というのは、大変重いことだというふうに思っ

。 、ております こういった適応指導教室ですとか

魅力ある学校づくりの調査研究の地域では、少

しでも学校復帰ということで取り組みを進めて

いただいております。

けれども、全県下で見ると、まだまだ新たな

不登校が生まれておりますので、こういった地

域の子供たちの取り組みの様子を県下全域にも

広げていきたいというふうに思っているところ

でございます。

以上でございます。

いいです。○徳重委員

ほかにございませんか。よろし○田口委員長

いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、次にその他の報告事○田口委員長

項に関する説明を求めます。

「宮崎県教育委員会の教育に○梅原総務課長

関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価について」であります。

お手元の「別冊」と右肩に書いてありますＡ

４横版の資料をお願いいたします。表紙をおめ

くりいただきまして、１ページ目、Ａ４横の、

ざら紙の横版でございます。右肩に別冊と書い

てございます。

それでは、まず、表紙をおめくりいただきま

して、１ページ目の「１ はじめに」をごらん

ください。

県教育委員会では 「地方教育行政の組織及び、

運営に関する法律 、いわゆる地教行法の第27条」

の規定の定めによりまして、毎年 「教育に関す、

る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」

を行い、その結果を報告書としてまとめて県議

会に提出するとともに、広く県民に公表するこ

ととしております。

次に、２ページをごらんください。２の「点

検・評価の対象」であります。

平成23年６月に策定いたしました宮崎県総合

計画「未来みやざき創造プラン」は、図にあり

ますように「長期ビジョン」と「アクションプ
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ラン」により構成をされております。

アクションプランは、長期ビジョンに示す基

本目標や本県が目指す将来像を踏まえ、長期戦

略等を具体的に推進する観点から、平成26年度

までの４年間の施策目標を明らかにするととも

に その実現のため重点的に取り組む施策を 新、 「

しい『ゆたかさ』創造プログラム」として設定

をしております。

このうち、プログラム３の「将来世代育成」

を教育委員会が所管をしておりまして、その進

捗及び成果の状況を点検・評価の対象としてお

ります。

次に、３ページをごらんください。

点検・評価を行う取り組み事項について具体

的に示しております。

「将来世代育成プログラム」は、重点項目１

から３の３つの重点項目と、それぞれ３つの取

り組み事項で構成をされておりまして、計９つ

の取り組み事項について、具体的な点検・評価

を行いました。

次に、４ページをごらんください 「３の点検。

・評価の方法」の「 １）取組事項の評価（内部（

評価 」というところをごらんいただきたいと思）

います。

初めに、９つの取り組み事項ごとに、実施内

容の取り組み状況や取り組み指標の達成状況に

ついて、教育委員会事務局において内部による

評価を行いました。

この結果は 「個別評価シート」として、資料、

の８ページ以降にまとめております。

次に、５ページの「 ２）プログラム全体の評（

価」をごらんください。

評価の統一性、客観性を確保するため、学識

経験者等による外部評価委員会においてプログ

ラム全体の評価が行われました。

評価委員会では、取り組み状況や内部評価に

ついての協議、事務局職員との意見交換が行わ

れ、先ほど御説明いたしました教育委員会の内

部評価につきましては、妥当であるとの判断を

いただいております。

以上、点検・評価の方法等につきまして、概

略を御説明いたしました。

、 。少し飛びますが ８ページをごらんください

このページ以降は、各取り組み事項ごとに実施

内容の取り組み状況や取り組み指標の達成状況

をまとめた個別評価シートであります。

この個別評価シートによりまして、取り組み

事項ごとの評価概要を御説明いたします。

左上の３段目に「取組事項」という欄がござ

います。

取り組み事項１─１「親子や地域の絆を深め

る取組の推進」であります。

ここでは、ページ中央の矢印の部分に示され

ておりますが 「みやざき子ども教育週間」の実、

施や、生活習慣づくりを通した親子の「絆」を

深める取り組み、地域の子供は地域で育てる機

運の醸成などを図ることとしております。

実施内容の取り組み状況は、ページの右側に

記載してございます。詳細な説明は省略させて

いただきますが、全て工程表の計画どおりに進

んでおります。

８ページの左下をごらんください。この取り

組み事項１─１に取り組んだことによる成果を

測るために設定した取り組み指標は 「子どもの、

生活習慣づくりの取組を通して子どもとの会話

がふえたり、子どもが規則正しく生活できてい

ると感じる保護者の割合」であります。

平成22年度の策定時の81％に対しまして、平

成24年度の実績値は表の下段87.6％であり、表

の上段の当年度目安値86％も超えております。



- 33 -

平成25年９月20日(金)

したがいまして、９ページの一番下の内部評

価の判断基準に照らし合わせますと、①の取り

組み指標の達成度は当年度目安を達成し、③の

工程表の実施内容も着実に実施され ともに 順、 「

調のＡ」でありますことから、９ページの中央

にありますように、取り組み事項１─１の評価

はＡとなっております。

なお、昨年度の評価委員会からは、ページの

右中段にありますような御意見をいただいてお

りまして、その下に評価委員会の意見を受けて

の県の対応等を記載しております。以降、評価

委員会からの意見があるところと、ないところ

がありますので、後ほどごらんいただきたいと

思います。

続きまして、10ページをごらんください。左

「 」 。下の３段目 取組事項 の欄をごらんください

取り組み事項１─２「生きる力を身につける

教育の推進」であります。

ここでは、指導力の向上のための研修会や、

道徳教育の充実、各学校の体力向上プランの計

画的・継続的実践、一人一人の障がい等に応じ

た教育相談や就労支援の充実などを図ることと

しております。

実施内容の取り組み状況につきましては、全

て順調に進んでおります。

また、このページの左下にありますように、

、取り組み指標については策定時を上回っており

平成24年度の目安値も達成しております。

なお、平成23年度の指標１及び２は、東日本

大震災の影響により 全国調査が実施されなかっ、

たため未実施となっております。

以上のことから、11ページの中央にあります

ように、この取り組み事項の評価はＡとなって

おります。

続きまして、12ページをごらんください。

「 」取り組み事項１─３ 教育環境の整備・充実

であります。

ここでは、専門性・社会性などを高める各種

研修や、児童生徒にきめ細やかな指導ができる

。体制づくりなどを実施することとしております

実施内容の取り組み状況につきましては、全

て順調に進んでおります。

また、取り組み指標「優れた指導力を持つ指

導教諭の授業公開に参加した教職員のうち、そ

こで学んだことを踏まえて授業改善を図った者

の割合」につきましては、より客観的な取り組

み状況を把握するため、平成24年度は、調査対

象者を指導教諭全体に広げて調査したところで

あります。その結果、実績値が前年度の値を下

回っておりますが、85.8％と当年度目安値を達

成しております。

以上のようなことから、13ページの中央にあ

りますように、この取り組み事項の評価はＡと

なっております。

続きまして、14ページをごらんください。

取り組み事項２─１「郷土に誇りを持ち、地

域の課題解決等に取り組む意識や態度の育成」

であります。

ここでは 「ふるさと学習」やさまざまな体験、

活動等の取り組み推進、子ども会などの地域活

動への参加促進、児童会や生徒会などの特別活

動の取り組み推進などを実施することとしてお

ります。

実施内容の取り組み状況につきましては、全

て順調に進んでおります。

取り組み指標の１「宮崎県や自分が住んでい

る市町村など、ふるさとが「好き」だという児

童生徒の割合」につきましては、平成24年度の

実績値が87.2％と、前年度より0.5％下がってお

りますが、当年度目安値は達成しております。
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また、取り組み指標の２「地域の一員として

の自覚を持ち地域の活動に積極的に参加する子

どもの割合」につきましては、目安値55％に対

しまして実績値が53％と、昨年度同様、未達成

の状況にあります。

以上のことから、15ページの中央にあります

ように、この取り組み事項の評価は「概ね順調

のＢ」となっております。

続きまして、16ページをごらんください。

取り組み事項２─２「自立した社会人・職業

人を育むキャリア教育・職業教育の推進」であ

ります。

ここでは、知事の白熱教室等の取り組みや地

域人材等と連携・協働した学習、専門教育内容

の充実などを実施することとしております。

実施内容の取り組み状況につきましては、②

の実施内容の取り組み状況の一番下にございま

す 技能体験教室の開催 が前年度実績を下回っ「 」

ておりますが、全体としましては、おおむね順

調に進んでおります。

取り組み指標「将来の夢や目標を持って職業

や生き方を考えている中学３年生の割合」につ

きましては 平成24年度の実績値が87.5％となっ、

ており、前年度の実績値を上回るとともに、当

年度目安値を達成しております。

以上のように、取り組み状況の一部にややお

くれがあることから、17ページの中央にありま

すように、この取り組み事項の評価は「概ね順

調のＢ」となっております。

続きまして、18ページをごらんください。

取り組み事項２─３「グローバルな視野を持

ち、活躍する人材の育成」であります。

ここでは、情報教育の充実、科学技術教育、

環境教育、国際理解教育の推進などを実施する

こととしております。

実施内容の取り組み状況につきましては、全

て順調に進んでおりますが、取り組み指標「世

界の出来事について関心を持っている子どもの

割合」につきましては、実績値が75.4％と前年

度の実績値及び当年度目安値を下回っておりま

す。

以上のように、取り組み指標の達成度がやや

おくれていることから、19ページの中央にあり

ますように、この取り組み事項の評価は「概ね

順調のＢ」と評価しております。

続きまして、20ページをごらんください。

取り組み事項３─１「学ぶ機会の充実と学び

の成果が社会に還元される知の環境づくり」で

あります。

ここでは、県民の学習ニーズに対応した生涯

学習情報の提供、社会教育指導者の資質向上な

どを実施することとしております。

実施内容の取り組み状況につきましては、全

て順調に進んでおります。

取り組み指標「日頃から生涯学習に取り組ん

でいる県民の割合」につきましては、県民への

情報提供を積極的に行ったことなどによりまし

て、実績値が55.5％と前年度を大きく上回る結

果となっております。

今後とも、生涯学習に関する具体的な活動内

容を例示した広報・啓発を行い、県民への動機

づけを進めてまいりたいと考えております。

以上のことから、21ページの中央にあります

ように、この取り組み事項の評価はＡとなって

おります。

続きまして、22ページをごらんください。

取り組み事項３─２「生涯スポーツの振興と

競技スポーツの強化」であります。

ここでは、一流の選手や指導者等から学ぶ機

会をふやす取り組みや、総合型地域スポーツク
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ラブの設立、ジュニア期からの一貫した選手の

育成強化を実施することとしております。

実施内容の取り組み状況につきましては、全

て順調に進んでおります。

取り組み指標の１「成人の週１回以上の運動

・スポーツの実施率」につきましては、目標値

には届かないものの、策定時及び前年度を上回

る46.1％の実績値となっております。今後とも

「1130県民運動」の普及と定着に向けて、さま

ざまな機会を通して、啓発運動・スポーツの機

会提供などの取り組みを推進してまいりたいと

考えております。

また、取り組み指標の２「国民体育大会総合

成績」につきましては、岐阜国体の成績が37位

と、前年度を下回ってはおりますが、当年度目

安値であります30位台を達成することができま

した。

以上のように、取り組み指標の達成度に一部

おくれがあることから、23ページの中央にあり

ますように、この取り組み事項の評価は「概ね

順調のＢ」となっております。

続きまして、24ページをごらんください。

取り組み事項３─３「文化の振興による心豊

かなくらしの環境づくり」であります。

ここでは、鑑賞や学習、創作などを行う機会

の提供、地域の特色ある文化財・文化資源の保

護、継承などを実施することとしております。

実施内容の取り組み状況につきましては、全

て順調に進んでおります。

取り組み指標「日頃から文化に親しむ県民の

割合」につきましては、県立美術館や博物館な

どによる芸術に触れる機会の提供や、ホームペ

ージ等により芸術文化の魅力を積極的に発信し

たことから、実績値が47.1％と当年度目安値を

上回っております。

以上のことから、25ページの中央にあります

ように、この取り組み事項の評価はＡとしてお

ります。

以上がプログラム３の取り組み事項ごとの評

価の概要となります。

恐れ入りますが、この資料の７ページにお戻

りをいただきたいと思います。

各個別評価シートごとの評価である「取組事

項の進捗度」及び「取組指標の達成度」を点数

化して、一覧にしております。

表の下にありますように、取り組み事項の進

捗度の平均点数が2.9点、取り組み指標の達成度

の平均点数が2.8点となっております。

最後に、６ページの総括評価シートをごらん

ください。

このプログラムの総括的な評価の結果をまと

めてあります。

このプログラムには、ごらんのとおり７つの

重点指標を設定しておりまして、指標達成度の

平均は、左下の太枠で囲んであります外部評価

にありますように2.7点となっております。これ

に、先ほど７ページで説明いたしました取り組

み事項の進捗度の平均点2.9点と、取り組み指標

達成度の平均点2.8点を総合的に勘案し、教育委

、員会が所管するこのプログラムにつきましては

「 」 。Ａの順調 であるとの評価をいただきました

説明は以上であります。

ありがとうございました。○田口委員長

常任委員会資料にお戻り○谷口学校政策課長

、 。いただきまして ３ページをお願いいたします

３ページのほうに、全国高等学校総合文化祭

の結果について御報告を申し上げます。

ことしは、長崎県の15の市町におきまして、

７月の31日から行われました。本県からは336

、 。名 28校の生徒が参加したところでございます
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その表の真ん中の表で示しておりますのが、

競技形式で行われた部門でございまして、一番

下の表で示してますのが 参加をしてフェスティ、

。バル形式で行われた競技ということになります

入賞者といたしましては、ゴシックで示して

おりますが、書道部門で、文化庁長官賞奨励賞

というのを宮崎商業の中原さんが受賞いたしま

して、これは全国第２位という快挙でございま

した。同じく書道部門で、特別賞を五ヶ瀬の上

杉さんが受賞いたしました。写真部門で、第４

席読売新聞社賞優秀賞を富島高校の前田さん、

弁論部門で、優良賞を五ヶ瀬の内田さんが、そ

れぞれ受賞いたしました。

以上、４名の者が入賞いたしまして、このよ

うに本県の高校生は文化面でも大いに活躍をし

てくれたところでございます。

報告は以上でございますが、あしたから、今

度は宮崎県の高等学校総合文化祭が日南市と串

間市と都城市を会場で行われます。また、どう

ぞよろしくお願いをいたします。

報告は以上でございます。

引き続き、資料の４ペー○早日渡教職員課長

ジをお願いいたします。

平成25年度実施の教員採用試験の問題ミスに

ついてでございます。

今回の採用試験における問題の作成ミスにつ

きましては、担当しております教職員課としま

して大変重く受けとめております。また、受験

者や関係者の皆様に対し 大変申しわけなく思っ、

ております。

では、まず「１ 試験問題のミスの概要」で

ございます。

今回、９つの受験区分で13問のミス、その中

で全員正解としたものは５問でございました。

ミスの内容につきましては、問題文の表記誤り

などによるものです。

次に 「２ 試験問題のチェック体制」につき、

ましては、問題作成者や問題点検者、事務局職

員が、そこに示しております①から③の３つの

工程を３回繰り返し、最終原稿を作成いたしま

した。

また、印刷段階におきまして、印刷業者に原

稿を持ち込む前と印刷後に、事務局職員で点検

を行いました。

次に 「３ 試験問題ミスの原因」につきまし、

ては、昨年度と比べ、試験問題の点検人員及び

回数をふやし、チェックの視点も示してまいり

ましたが、ミスの具体例等の情報共有が十分で

きていなかったことや、誤字、脱字、表記誤り

などの基本的な内容の点検が十分でなかったこ

となどが考えられます。

今後、問題作成者や問題点検者に実施しまし

たアンケート調査をもとに、発生原因の具体的

な分析を行うこととしております。

最後に 「４ 再発防止策」につきましては、、

今後、ミスの発生原因の分析結果や他県の状況

、 、等を踏まえまして 総合的な対策の検討を行い

再発防止の一層の徹底を図っていくこととして

おります。

具体的な検討事項案といたしましては、①問

題点検のためのチェックマニュアルにつきまし

て、中身をさらに充実させたものを作成し、点

検方法の改善を行います。

②ミスの具体例等に係る情報共有やチェック

の徹底を図るための会議、研修会等を、問題作

成・点検の各段階において小まめに開催をいた

します。

③問題作成・点検のための十分な体制及び時

間を確保していきます。

以上の内容を中心に、今後検討を重ねていき



- 37 -

平成25年９月20日(金)

まして、二度とこのような事態が生じないよう

再発防止に向けて努めてまいります。

説明は以上でございます。

引き続き、資料の５○日髙スポーツ振興課長

ページをごらんください。

まず初めに、北部九州ブロックで開催されま

した全国高等学校総合体育大会の結果について

御報告いたします。

団体の部では、小林秀峰高等学校新体操部の

準優勝を初め、全体で５競技５種目が入賞を果

たしました。

個人の部につきましては、宮崎学園高等学校

の伊地知千奈さんが陸上競技女子砲丸投げで２

。 、 、位の成績をおさめました また カヌー競技で

宮崎大宮高等学校が男子スプリント・カナディ

アンフォア200メートルで２位、宮崎商業高等学

校が女子スプリント・カヤックフォア200メート

ルで２位に入っております。

全体では、カヌー競技の７種目、ウエイトリ

フティング競技の３種目など、７競技延べ19種

目で入賞を果たしております。

下の参考資料にありますように、平成25年度

は、団体、個人ともに優勝がなく、全体の入賞

者数も24と昨年度を下回る結果となりました。

今月末から東京で開催されます国民体育大会

で、ぜひ雪辱を果たしてくれるものと信じてい

るところであります。

続きまして、資料の６ページをお開きくださ

い。

既に御承知のとおりですが、第95回全国高等

学校野球選手権記念大会において、延岡学園高

等学校が本県勢初の決勝に進出し、惜しくも優

勝は逃しましたが、準優勝という快挙を達成し

てくれました。

、知事や教育長も甲子園へ応援に駆けつけられ

準優勝の瞬間を見届けられました。延岡学園の

選手の皆さんが見せてくれた粘り強さ、諦めな

い姿勢、常に全力でプレーする闘志あふれる姿

に、多くの県民が感動とともに、勇気、元気を

いただいたことと思っております。

近いうちに、本県球児が、悲願である深紅の

優勝旗を持ち帰ってくれることを願っておりま

す。

次に、東海ブロックで開催されました全国中

学校体育大会の結果についてでございます。資

料の７ページをごらんください。

団体の結果は、生目南中学校男子バドミント

ン部と、西階中学校男子ソフトテニス部がとも

に５位に入るなど、２競技２種目が入賞を果た

しました。

個人では、柔道競技の女子個人48キログラム

級で、小林中学校の溝口愛歌さんが２位、陸上

競技の女子400メートルリレーで、本郷中学校が

３位に入るなど、計４競技５種目で入賞を果た

しております。

高校生同様、中学生についても、本年度は全

国大会での優勝がなく、合計入賞数７と昨年度

を下回る結果となっております。

また 資料には掲載しておりませんが ８月16、 、

日から18日まで東京で開催されました弓道のＪ

ＯＣジュニアオリンピックカップ第10回全国中

学生大会において、唐瀬原中学校の木代采花さ

んが女子個人で見事優勝を果たしております。

また、団体においても、妻中学校の女子が準優

勝をしております。

以上のように、本年度は、高等学校、中学校

ともに例年を下回る結果となりましたが、各学

校の指導者の熱心な指導と生徒たちの頑張りを

たたえたいと思います。猛暑の中で本当によく

健闘してくれたものと考えております。
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また、県の施策である競技力向上推進校の指

定、トップアスリート育成事業など、本県の少

年競技力の向上への対策を充実させ、今後、さ

らに少年競技力の向上と各学校への支援に努め

てまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。

ありがとうございました。説明○田口委員長

が終了いたしました。

その他の報告事項についての質疑はありませ

んか。

ありがとうございます。本当にす○重松委員

ばらしい体育大会と全国野球、また中学校大会

の奮闘だったと思います。

野球とかは県予選からもテレビ放映等がしっ

かりあるんですけども、ほかの競技にも、同じ

ようにはやっぱりできないでしょうけども、少

なくともこういう入賞者の人たちを顕彰すると

いうか褒めるためにも、ダイジェスト版で編集

したものを放映したりとか、また、いろんな形

で紙面等で紹介する方法とかはとられてらっ

しゃるんでしょうか。

日ごろからマスコミ○日髙スポーツ振興課長

に対しては競技結果等を、大会が終わったらす

ぐ報道のほうに投げ込みをしておりまして、注

目の競技等については、ぜひ取材に来ていただ

きたいということで報告しております そういっ。

た関係で、いろんな形で数多く、新聞、テレビ

等で報道はしていただいてるんではないかと

思っております。

と思うんですけど、なかなか私た○重松委員

ちも、まだ目にしてなかったなというふうに反

省もしてるんですけども。こういう全国２位、

３位とか、すばらしい成績を持ってらっしゃる

方、どしどし紹介をしていただきたいなという

、 。ふうに思いまして よろしくお願いいたします

ほかにありませんか。○田口委員長

全国高校総合体育大会の成績の中○松村委員

で、一般質問等で宮崎県の高校スポーツはすご

いといって教育長が答えられた中に、ゴルフと

か何かありますよねとかいう話とかありました

よね。あれは、この高校総体の種目じゃないん

でしょうね。何か、そういう種目じゃないけど

も、子供たちが学校でやってるっていうところ

が、結構そっちのほうが話題になったりもする

んで、そちらは何ていうんですかね、同じよう

なベースで何かしていただくと、僕らもすごい

なっていうのがわかったりしますし、あと高文

祭関係でも、規模は少ないんですけども、短歌

甲子園とか何かあったりして、地元ではああい

うほうが載ってたりして。私も、宮商の子供が

私のめいっ子だったりして個人的には見てまし

たけど。だから、そういうのも評価の中に入れ

ていただくといいなと。たまたま、これは高校

。総体の結果っていうやつの御報告でしょうけど

そういうのをトータルですると、県内の子供た

ちも頑張ってるねっていうのが一緒にわかるか

。 、 。なという感じがしました もし よろしければ

。○谷口学校政策課長 ありがとうございました

ぜひ次の機会に、その他のいろんな競技で活躍

した子供たちについても御報告を申し上げてい

きたいと思いますので、ありがとうございまし

た。

先ほど、中学校のＪ○日髙スポーツ振興課長

ＯＣオリンピックとか、あと馬術等もそういっ

た競技がありまして、本県は全国制覇もしてお

りますので、そういった全国大会で活躍した場

合は、いろんな形でまた御報告させていただこ

うと思っております。

また、委員が御指摘のように、未普及競技っ

ていって、そういった中学校、高校の部活動に
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ない競技に本県はずっと力を入れておりますの

で、そういった部活動が国体等で今現在、活躍

しつつありますので、今後一層そういった未普

及競技の支援に努めてまいりたいというふうに

思っております。

また、地元のことで申しわけない○松村委員

ですけど。この間、中学校のラグビー、何か途

中で中止というか、途中で終わりましたけど、

雨か何かで。７位ということ、全国で。高鍋西

中の子でしたけど。これもまた、全国中学校体

育大会とは、あれはまた違うんでしょうね。そ

ういうこともあわせて、またよろしく広めてく

ださい。

こういう質問はどうかなとは思っ○徳重委員

たんですけど、優秀なチームが優勝する、今回

は優勝したいんだというような意識の中で、部

活の体罰というか、そういったものが私の知る

範囲内でも若干聞こえたりはするんですが、宮

崎県においてそういうような予備的なっていう

か、そういううわさじゃないにしても、何かそ

ういった事例があったもんかどうか、ここ二、

三年のうちに。今もうほとんどないと、100％な

いと断言できるかどうかはわかりませんが、感

じられていることがあったら教えていただくと

ありがたいと。

なかなか難しい問題で ニュ○今村学校支援監 、

ース等でも全国的な状況が報じられています。

昨年の緊急調査におきましても、本県でも部活

動を含めて92件の体罰があったというのが明ら

かになっておるところでございます。県の教育

委員会といたしましても、いろんな場面、部活

動だけではなくて、授業の場面も全て含めまし

て、本県から体罰を一掃したいというふうに取

り組みを今、進めているところでございますけ

れども、往々にして、そういうことがまだ報告

があるというのも事実でございますので、さら

に取り組みを進めながら、きちんとした指導が

できるように私たちも努めてまいりたいという

ふうに思っております。

以上でございます。

そういった行為が行われないよう○徳重委員

に通知をするとか、校長会等々でお話しすると

かじゃなくて、やはり具体的な例としてそうい

う事例が発生はしておるわけですから、それを

もとにした関係の、何か一つ事が起これば、そ

の教科なり、あるいは部活なり、そういった関

係者を全部集めるというぐらいの、やはり厳し

いものがあっていいんじゃないかな。その学校

だけを注意するとかいうんじゃなくて、宮崎県

全体の集団指導体制ちゅうんか、宮崎はこんな

にしっかり体罰については厳正な指導をしてい

るんだというものがあっていいんじゃないかな

と、こうも思ったところですが、いかがでしょ

うかね。

お話にありましたように、○今村学校支援監

私どもそういった事例も含めて、例えば体罰ゼ

ロの学校づくりなどといった、指導資料の中に

こんな例がありましたという例も含めて紹介を

させていただいたり、こんな指導をすれば、体

罰なくして、うまく指導がいってますよという

成功事例も含めて紹介もさせていただいていま

す。

今後、委員のおっしゃいましたように、そう

いったことがあれば緊急に集めるなどのことも

含めて、また検討してまいりたいというふうに

思っています。

お願いします。○徳重委員

ほかにはございませんか。よろ○田口委員長

しいですか。いいですか。これ、もうよろしい

ですか。
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〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○田口委員長 じゃあ これで終了いたします

それでは次に、請願の審査に移ります。

まず、継続請願、請願第26号について、委員

から質疑はありませんか。いいですか。ありま

せんか。いいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○田口委員長 じゃあ 質疑を終了いたします

それでは次に、継続請願、請願第27号につい

、 。 。て 委員から質疑はありませんか いいですか

じゃ、これもいいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他で何かありま○田口委員長

せんか。

冒頭、ちょっとおくれてきたんで○中村委員

すが、冒頭おくれた原因が、中野議員につかま

りまして、放してくれなかったのでおくれたわ

けですが。この新聞の中で、実教出版っていう

、 、 。 、のがあるんですよね 今 出版会社で これは

本県は、ここを採用して、この実教出版なる会

社から教科書をとっておられるんでしょうか。

、○谷口学校政策課長 高等学校におきましては

昨年度は何校か採用しておりました。今年度に

つきましては、今、学校から出てきておりまし

て、それを審査して決定するという流れでござ

います。

ここに実教出版の歴史教科書とい○中村委員

うことで、高校日本史Ａと高校日本史Ｂで、国

旗掲揚、国歌斉唱について、一部の自治体で公

務員への強制の動きがあると記述、東京都教委

や神奈川県教委は、学校側に採択の対象として

ふさわしくないことを伝達し、両都県で採用し

た高校はなかったということで。例えば国歌と

か国旗とか、そういったことに異議を唱える出

版社というのが、果たして日本国のためにいい

のかどうか。そういう会社というものは、やっ

ぱり排除すべきじゃないかと思うんですが、我

が県でそういうのを採用してるんであれば、非

常に問題じゃないかと思うんですが、その教科

書をちょっと見せていただきたいですね。来年

４月にそれを採用されるかどうかわかりません

、 、が 採用される学校の真意を聞くのも必要だし

そして、今まで、こういう歴史教科書日本史Ａ

・Ｂというのを、一回、見せていただきたいで

すよね、どういうことを書いてるか。こういう

教科書に関する問題については、生徒に非常に

影響を与えて、日本の国旗、国歌に重きを置か

ないような子供を育てたらいけないと思うんで

すよね。何かありましたら。

教科書の検定につきまし○谷口学校政策課長

ては、国の一定の基準に基づいた検定を通って

るということで。文部科学省の検定といいます

のは、教育基本法ですとか学習指導要領の趣旨

が反映されているということで検定を通ってお

りますので、一応そういう形だろうと県として

も認識しております。

、 、ただ あとは学校のそれぞれの教育目標とか

教科の目標とか、生徒の実態に応じて、その教

科書が本当に適切かということに関しまして学

校で十分検討いたしましたのを、県のほうで採

択理由書とか全部集めまして審査をいたしまし

て決定するという流れで、慎重に決めておりま

すので。また、委員がおっしゃいました実教の

教科書につきましては、また後ほどごらんいた

だきますけれども、十分それぞれの学校の生徒

の状況に応じて、特に高校の場合はですけど、

判断をしておりますので、また御報告申し上げ

ます。

時間もありますから、ちょっとこ○中村委員

の新聞を読んでみたいと思うんですが。県教育
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委員長が辞意表明と書いてあって 「埼玉、実教、

出版教科書採択、考え方据わらず」とこう書い

てあるんですが、学習指導要領で指導を義務づ

けられた国旗掲揚と国歌斉唱について、強制と

記した実教出版の歴史教科書を埼玉県の高校８

校が、来年度使用する教科書として採択した問

題で、同県教育委員会の清水松代委員長は、19

日、定例会で、不本意な発言があり責任を感じ

ています。委員長の任を辞したいと述べ、退席

したというようなことで、採択するについての

決定は正しかったと確信してるとおっしゃって

るんですね。この歴史教科書を採択するのが正

しかったと言ってらっしゃるということについ

て、我が宮崎県に、もしそういう教育委員会や

ら教育長がおられたら、我々も、真っ向から反

対せざるを得ないという気がするんですよね。

だから、そういうことのないように、やっぱり

指導してもらわないといけないんじゃないかと

思うんですね。

日本の国民で、日本の国旗、あるいは国歌を

、軽んじるということがあっていいものかどうか

非常に疑問ですよね。こういう教科書の出版会

、 。社を採用すること自体が 私はおかしいと思う

この件について、さっきの高校日本史Ａと高校

日本史Ｂを見せていただきたいと思います。

もう一つ、いいですか。韓国が小学生に発行

している教科書の中で、日本に対していろいろ

と問題の多いことを指導しているということを

よく耳にしますが、そういう教科書を、例えば

県教委あたりでも読まれたりされたことはある

んでしょうか。

韓国の教科書を直接見た○谷口学校政策課長

ことはございませんが、報道等で、そういう記

述があるということは存じ上げております。

今、非常に国際関係が、中国、韓○中村委員

国あるいは北朝鮮、名前を言っていいのかどう

かわかりませんが、近隣諸国と余りうまくいっ

てない。それはやっぱり、僕は教育というのが

非常に大きな影響を与えると思うんですね。だ

から、我々も韓国が小学生に対して、あるいは

中学生に対して、どんな日本の教育をされてる

のかというのは非常に興味がある。であれば、

私は韓国語はわかりませんが、韓国の教科書を

取り寄せて、やっぱり我々は見る必要があるん

じゃないかと思うんですね。でないと、韓国か

ら来た人に、あれは違いますよとか、日本とい

うのはこういう国ですよというのがわからない

じゃないですか。だから、私はやっぱり今思う

のに、韓国あるいは中国の教科書を取り寄せら

れるものなら取り寄せて、そして中国語、韓国

語がわかる人が、日本についてこういうことが

書いてありますということを、我々に、この文

教委員会ぐらいには示してほしいなと思うんで

すよ。いかがでしょうか。

。○谷口学校政策課長 ありがとうございました

日本の子供たちも韓国の子供たちと接する機会

も多うございますので、やはりそれぞれの国で

どういう指導をなされてるかということは非常

に大切だと思いますので、御指摘いただきまし

たように 韓国の教科書につきましても ちょっ、 、

とこちらで研究させていただきたいというふう

に思います。

韓国の教科書、中国の教科書とい○中村委員

うのは手に入るんですか。

手に入るように努力した○谷口学校政策課長

いと思います。

従軍慰安婦という問○花岡人権同和教育室長

題を人権教育という視点からちょっと捉えて、

韓国の慶尚南道教育監名で、８月13日付で、文

部科学省ですとか首相、それから各都道府県教
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育長などに送られてきたものがあります。２種

類ありまして、一つは、韓国の元従軍慰安婦で

ある女性キム・ボクドクという方の証言をもと

に記録した「私を忘れないで」というタイトル

の書籍、もう一つは、同タイトルの指導学習資

料集というふうになっております。

人権同和教育室が扱っているものの中に、人

「 」権教育は 人権教育及び人権啓発に関する法律

ということによりまして、国民の自主性の尊重

及び実施機関の中立性の確保を旨として行わな

ければならないとされておりますので、慎重に

検討する必要があると考えておりますが、国が

策定した「人権教育啓発に関する基本計画」の

中には、人権課題として従軍慰安婦の問題は示

されておりませんことから、現在のところ、韓

国より送付された資料の活用は考えていないと

いうところであります。人権教育の立場からと

して、そういうことであります。

今ここで従軍慰安婦がどうだった○中村委員

こうだったのを議論する必要はないんですが。

日本側から言わせると、そういったことはあり

得なかったと。ただ、向こうがそういうことを

商売にしながら参入したことはあっただろうと

いうようなことがありますよね。だから、それ

はどちらが正しいか正しくないかじゃなくて、

我々日本人として、日本がそういうことやった

ことはないと言ってるわけですから。詳しく言

うと、もう長くなりますが。ある新聞社の記者

がそういうことをでっち上げたとか、あるいは

いろんな説があるんですが、私も大分詳しく読

んでみたんですけども。我々は日本におる者と

して、日本人がそういうことをずっとやったと

、いうことを諸外国にどんどんやってますからね

今。やっぱりそういうことのないように、我々

も負けないように、そういうことはなかったん

だということをちゃんと訴えていかないと、日

本人はそういうことだったのかと諸外国から言

われますよね。だから、非常にまずいなと思っ

てるんですが。

一回、先ほど申し上げましたように、本が手

に入るんだったら我々も研究して、やっぱり韓

国の人たちもいい人がいっぱいいますから、日

本ってこういう国ですよということを教えてあ

げないと、それがずっと末代まで続いていった

ら大変なことになると思うんですね。だから、

我々はそういう勉強や研究もしなくちゃいけな

いと思ってるもんですから、ぜひお願いしたい

と。こういうふうに思います。

その他で何かございますか。よ○田口委員長

ろしいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって教育委○田口委員長

員会を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時９分休憩

午前11時14分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

採決についてでありますが、申し合わせによ

り、委員会審査の最終日に行うこととなってお

りますので、24日に採決を行うこととし、再開

時刻を１時半としたいと思いますが、よろしい

でしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○田口委員長

します。

その他何かありませんか。よろしいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして、○田口委員長
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本日の委員会を終了いたします。お疲れさまで

した。

午前11時15分散会
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午後１時28分再開

出席委員（７人）

委 員 長 田 口 雄 二

副 委 員 長 二 見 康 之

委 員 福 田 作 弥

委 員 中 村 幸 一

委 員 松 村 悟 郎

委 員 重 松 幸次郎

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 鬼 川 真 治

政策調査課主幹 牧 浩 一

委員会を再開いたします。○田口委員長

まず、議案の採決を行います。採決につきま

しては、議案ごとがよろしいでしょうか、一括

がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○田口委員長

ます。

議案第１号、第４号につきましては、原案の

とおり可決することに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○田口委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号、第４号につきましては、原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第26号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時29分休憩

午後１時29分再開

それでは、委員会を再開いたし○田口委員長

ます。

それでは、お諮りいたします。

請願第26号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員でございますので よっ○田口委員長 、

て、請願第26号は継続審査とすることに決定い

たしました。

次に、請願第27号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

休憩いたします。

午後１時30分休憩

午後１時30分再開

再開いたします。○田口委員長

それでは、お諮りいたします。

請願第27号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員によりまして 請願第27○田口委員長 、

号は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「教育及び警察行政の推進並びに公営企業の

経営に関する調査」につきましては、引き続き

閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、

御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○田口委員長 御異議ありませんので その旨

議長に申し出ることにいたします。

平成25年９月24日(火)
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次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目として、特に御要望等はあ

りませんか。

休憩いたします。

午後１時31分休憩

午後１時32分再開

それでは、委員会を再開いたし○田口委員長

ます。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○田口委員長

す。

休憩いたします。

午後１時33分休憩

午後１時36分再開

委員会を再開いたします。○田口委員長

。 。その他で何かありませんか よろしいですか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、何もないようですの○田口委員長

で、以上で委員会を終了いたします。委員の皆

様、お疲れさまでした。ありがとうございまし

た。

午後１時36分閉会
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